
　
京
都
府
保
険
医

協
会
の
医
師
賠
償

責
任
保
険
に
つ
い

て
、
改
め
て
ご
紹

介
さ
せ
て
い
た
だ

く
。
協
会
の
医
事

紛
争
処
理
は
1
9
5
9
年
か
ら

臨
時
に
紛
争
の
処
理
交
渉
が
は

じ
め
ら
れ
、
61
年
度
か
ら
新
し

く
独
立
機
関
と
し
て「
紛
争
処

理
部
」が
発
足
し
た
。
紛
争
処

理
部
の
方
針
と
し
て
、
医
療
上

の
問
題
に
関
す
る
医
師
と
患
者

と
の
紛
争
を
、
中
立
的
立
場
で

適
正
に
仲
裁
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
た
。
増
加
す
る
医
事
紛
争

に
対
し
、
会
員
か
ら
精
神
的
、

物
理
的
負
担
の
軽
減
策
と
し
て

医
師
賠
償
責
任
保
険
の
設
立
の

要
望
が
高
ま
り
、
協
会
で
は
68

年
4
月
か
ら
医
師
賠
償
責
任
保

険
を
創
設
し
た
。
当
時
の
会
員

の
危
機
意
識
は
高
く
、
創
設
後

3
カ
月
で
会
員
数
の
3
割
が
加

入
し
た
。

　
そ
の
後
、
加
入
者
数
は
会
員

の
9
割
超
に
上
っ
た
。
ま
た
、

会
員
か
ら
の
要
望
に
応
え
、
医

師
賠
償
責
任
保
険
の
補
償
額
や

契
約
種
類
の
充
実
を
図
っ
て
き

た
。
現
在
、
医
師
賠
償
責
任
保

険
は
、
個
人
診
療
所
Ａ
型
、
個

人
病
院
Ｂ
型
、
法
人
診
療
所
Ｃ

型
、
法
人
病
院
Ｄ
型
、
勤
務
医

Ｅ
・
Ｆ
型
を
基
本
に
、
充
実
し

た
オ
プ
シ
ョ
ン
（
勤
務
医
師
包

括
・
看
護
職
賠
責
・
医
療
従
事

者
賠
責
・
受
託
者
賠
責
・
傷
害

見
舞
費
用
・
傷
害
担
保
・
医
療

廃
棄
物
排
出
者
責
任
保
険
）
が

あ
る
。
個
人
契
約
・
勤
務
医
師

包
括
に
は
刑
事
事
件
に
関
す
る

弁
護
士
・
訴
訟
費
用
の
補
償
も

付
帯
す
る
な
ど
、
会
員
の
リ
ス

ク
を
多
面
的
に
サ
ポ
ー
ト
し
て

い
る
。

　
ま
た
協
会
で
は
医
療
事
故
の

再
発
防
止
に
も
力
を
入
れ
て
活

動
し
て
お
り
、
そ
の
成
果
に
加

え
医
療
機
関
の
努
力
も
あ
り
、

近
年
は
紛
争
発
生
の
増
加
は
頭

打
ち
と
な
っ
て
い
る
。
今
後
と

も
協
会
の
医
師
賠
償
責
任
保
険

を
ご
愛
顧
い
た
だ
き
た
い
。

長
い
経
験
と
実
績
に
裏
打
ち
さ
れ
た

協
会
の
医
事
紛
争
サ
ポ
ー
ト
体
制
の
活
用
を

　
昔
、
大
学

に
入
っ
た
頃

だ
っ
た
か
、

父
に
「
お
前

は
ノ
ン
ポ
リ
だ
な
」
と
言
わ
れ

た
こ
と
を
思
い
出
し
た
。
そ
の

と
き
は
、
優
柔
不
断
で
ポ
リ

シ
ー
が
な
い
こ
と
か
と
思
い
、

そ
う
言
う
と
、
父
に
大
笑
い
さ

れ
た
。
そ
の
こ
ろ
は
本
当
に
ノ

ン
ポ
リ
で
あ
っ
た
▼
現
在
、
私

達
は
政
治
的
な
問
題
が
渦
巻
く

中
で
、
日
常
の
生
活
を
送
っ
て

い
る
。
医
療
の
現
場
も
し
か
り

で
、
医
療
制
度
、
保
険
制
度
そ

し
て
医
師
制
度
な
ど
、今
、政
治

に
私
達
は
翻
弄
さ
れ
て
い
る
。

私
達
保
険
医
は
、
こ
う
い
っ
た

社
会
的
、
政
治
的
な
問
題
に

は
、
保
険
医
運
動
に
よ
っ
て

し
っ
か
り
と
向
か
っ
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
患
者
の
健

康
や
命
を
守
る
。そ
し
て
、私
達

保
険
医
の
権
利
を
守
る
た
め
に

は
、
保
険
医
運
動
は
政
治
的
な

課
題
を
避
け
て
は
通
れ
な
い
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
運
動
の

基
本
は
、
日
々
の
診
療
の
中

で
、
不
合
理
な
問
題
な
ど
が

あ
っ
た
場
合
に
、
し
っ
か
り
と

声
を
上
げ
て
い
く
こ
と
だ
ろ

う
。
そ
れ
が
集
ま
れ
ば
大
き
な

力
と
な
っ
て
、よ
り
よ
い
医
療
制

度
、
保
険
制
度
そ
し
て
医
師
制

度
を
作
り
上
げ
て
い
け
る
の
で

は
な
い
か
▼
私
が
幼
か
っ
た
こ

ろ
の
父
が
綴
っ
た
日
記
に
、
次

の
よ
う
な
文
が
あ
っ
た
。「
何

が
正
し
い
、
何
が
誤
り
か
。
そ

れ
を
判
断
す
る
基
準
を
な
に
に

求
め
る
か
。
こ
れ
を
正
し
く
身

に
付
け
て
ほ
し
い
。
正
し
く
生

き
抜
く
こ
と
の
難
し
さ
を
感
じ

な
が
ら
、
自
分
自
身
を
鍛
え
深

め
て
い
く
人
間
に
な
っ
て
ほ
し

い
。
そ
の
こ
と
が
、
身
に
つ
い

た
学
問
を
生
き
た
学
問
に
す
る

こ
と
で
あ
る
の
だ
か
ら
」 （
治
）

　
厚
生
労
働
大
臣
は
1
月
13
日
、
中
医
協
に
16
年
度
診
療
報

酬
改
定
案
に
関
し
て
諮
問
。
中
医
協
は
同
日
「
こ
れ
ま
で
の

議
論
の
整
理
（
現
時
点
の
骨
子
）」
を
公
表
し
た
（
1
月
25

日
発
行
『
グ
リ
ー
ン
ペ
ー
パ
ー
№
2
3
3
』
に
掲
載
）。
こ

れ
に
対
し
て
協
会
は
意
見
を
と
り
ま
と
め
送
付
し
た
。
以

下
、
特
徴
的
な
点
と
協
会
の
意
見
を
述
べ
た
い
。

　
全
て
の
保
険
医
に
影
響
が
あ

る
の
は
、
後
発
医
薬
品
の
使
用

促
進
を
理
由
と
し
た
処
方
箋
記

載
方
法
の
変
更
だ
。「
一
般
名

処
方
の
場
合
と
そ
れ
以
外
の
場

合
の
評
価
の
差
を
広
げ
る
」

「
一
般
名
処
方
加
算
の
算
定
要

件
に
つ
い
て
、
後
発
医
薬
品
の

存
在
す
る
全
て
の
医
薬
品
に
つ

い
て
一
般
名
処
方
を
行
う
こ
と

に
見
直
す
」
こ
と
が
検
討
さ
れ

て
い
る
。
協
会
は
算
定
要
件
の

厳
格
化
に
よ
る
強
引
な
促
進
で

は
な
く
、
一
般
名
処
方
の
剤
数

の
増
加
に
伴
う
加
算
点
数
の
段

階
的
引
上
げ
な
ど
臨
床
現
場
の

判
断
を
尊
重
し
た
形
に
す
べ
き

だ
と
求
め
た
。

　
ま
た
、「
処
方
箋
に
後
発
医

薬
品
の
銘
柄
を
記
載
し
た
上
で

変
更
不
可
と
す
る
場
合
に
は
、

処
方
箋
に
理
由
を
記
載
す
る
」

と
し
て
い
る
。
全
て
の
後
発
医

薬
品
が
現
場
の
医
師
と
し
て
臨

床
的
に
信
用
で
き
る
品
質
と
は

限
ら
な
い
の
で
、
記
載
要
領
の

追
加
は
負
担
を
増
す
だ
け
だ
。

　
さ
ら
に
「
一
定
枚
数
を
超
え

て
湿
布
薬
を
処
方
す
る
場
合
、

原
則
と
し
て
保
険
給
付
外
と
す

る
」
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

1
回
の
処
方
枚
数
に
上
限
を
設

け
る
の
は
根
拠
が
な
い
た
め
、

協
会
は
や
め
る
よ
う
求
め
た
。

在
宅
自
己
注
射
は

　
　
　
改
善
の
方
向

　
次
に
在
宅
医
療
だ
が
、
在
宅

時
医
学
総
合
管
理
料
等
に
つ
い

て
「
同
一
建
物
居
住
者
の
場

合
」の
定
義
を
見
直
し
、同
月
に

同
一
建
物
に
居
住
す
る
複
数
の

患
者
が
い
る
か
ど
う
か
で
判
断

し
、
か
つ
そ
の
人
数
で
評
価
を

細
分
化
す
る
方
法
に
変
更
す
る

こ
と
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
ど

こ
で
療
養
し
て
い
て
も
、「
在

宅
療
養
計
画
の
立
案
」
お
よ
び

「
総
合
的
な
医
学
管
理
を
行
う
」

と
い
う
算
定
要
件
に
差
が
な
い

た
め
、
評
価
を
在
医
総
管
に
一

本
化
す
る
こ
と
を
求
め
た
。

　
ま
た
、
在
宅
自
己
注
射
指
導

管
理
料
に
つ
い
て
「
現
行
の
注

射
指
導
回
数
に
応
じ
た
評
価
の

差
を
縮
小
す
る
」
と
さ
れ
て
い

る
。
協
会
と
し
て
は
改
善
方
向

に
つ
い
て
評
価
し
て
い
る
が
、

そ
も
そ
も
点
数
に
格
差
を
つ
け

る
医
学
的
根
拠
が
な
い
た
め
、

在
宅
自
己
注
射
指
導
管
理
料
は

導
入
初
期
加
算
を
除
き
、
前
回

改
定
以
前
の
点
数
に
戻
す
こ
と

を
求
め
た
。
さ
ら
に
「
2
以
上

の
医
療
機
関
で
異
な
る
疾
患
に

対
し
て
、
同
一
の
患
者
に
対
し

て
当
該
指
導
管
理
を
行
っ
た
場

合
、
そ
れ
ぞ
れ
の
医
療
機
関
に

お
い
て
当
該
指
導
管
理
料
を
算

定
で
き
る
」
と
し
て
い
る
が
、

こ
れ
は
協
会
が
か
ね
て
か
ら
改

善
を
要
求
し
て
い
た
こ
と
で
あ

り
、
実
施
を
求
め
た
。

　
「
要
介
護
者
に
対
す
る
維
持

期
リ
ハ
ビ
リ
の
介
護
保
険
へ
の

移
行
」、
つ
ま
り
医
療
保
険
の

維
持
期
リ
ハ
ビ
リ
を
打
ち
切
る

方
向
が
示
さ
れ
て
い
る
。
協
会

は
、
多
く
の
患
者
が
介
護
保
険

へ
の
移
行
が
困
難
で
あ
る
と
の

検
証
結
果
が
出
て
い
る
た
め
反

対
で
あ
る
と
意
見
し
た
。

　
入
院
医
療
に
つ
い
て
は
、
7

協
会 

後
発
品
の
強
引
な
使
用
促
進
　
に
反
論

中
医
協
が
16
年
度
改
定
の
骨
子
を
公
表

対
1
入
院
基
本
料
の
病
床
を
減

ら
す
目
的
で
「
重
症
度
、
医

療
・
看
護
必
要
度
」「
自
宅
等

退
院
患
者
割
合
」「
短
期
滞
在

手
術
等
基
本
料
3
」
の
変
更
が

提
案
さ
れ
て
い
る
。
協
会
は
、

7
対
1
の
看
護
職
員
配
置
は
現

状
で
も
必
要
な
看
護
を
提
供
す

る
た
め
の
十
分
な
看
護
職
員
配

置
数
と
は
言
い
が
た
い
場
合
も

多
く
、
む
し
ろ
7
対
1
の
看
護

職
員
配
置
を
広
め
、
看
護
を
含

む
十
分
な
入
院
医
療
を
提
供
で

き
る
体
制
こ
そ
必
要
で
あ
る
と

改
善
を
求
め
た
。

随
時
、
改
定
情
報
を

発
信

　
中
医
協
の
答
申
は
2
月
14
日

前
後
が
予
想
さ
れ
る
。
協
会
で

は
点
数
改
定
に
あ
た
っ
て
『
答

申
特
集
号
』『
改
定
の
ポ
イ
ン

ト
』『
Ｑ
＆
Ａ
』『
薬
価
基
準
』

『
常
用
点
数
表
』『
診
療
提
要
』

等
の
出
版
や
、
新
点
数
説
明
会

（
上
掲
）
の
開
催
を
予
定
し
て

い
る
。
ま
た
、
新
点
数
に
関
す

る
各
科
別
の
新
聞
連
載
も
企
画

し
て
い
る
の
で
、
協
会
か
ら
の

発
送
物
を
ぜ
ひ
ご
覧
い
た
だ
き

た
い
。

  

どな

綴喜医師会 ２月６日（土） 午後２時30分～
新田辺駅前ＣＩＫビル・３Ｆ

西京医師会 ２月10日（水） 午後２時～
ホテル京都エミナース

綾部･福知山医師会 ２月13日（土） 午後４時～
ハピネスふくちやま会議室

東山医師会 ２月25日（木） 午後２時～     
東山医師会事務所

相楽医師会 ２月27日（土） 午後４時30分～
ホテル日航奈良

与謝・北丹医師会 ３月５日（土） 午後３時30分～
文珠荘

２月６日（土） 午後２時30分～

ぜひ、ご参加
下さい！

綴喜医師会 ２月６日（土） 午後２時30分～２月６日（土） 午後２時30分～

ぜひ、ご参加
下さい！

地区医師会との
懇談会

『点数表改定のポイント』説明会
日　程　3月21日（月・振替休日）
時　間　  午前10時30分～12時30分：入院 
         　午後２時～４時30分：入院外
会　場　シルクホール（京都産業会館８F）
資　料　『点数表改定のポイント』

『新点数運用Ｑ＆Ａ・レセプトの記載』説明会
日　時　4月28日（木） 午後２時～４時30分
会　場　テルサホール（京都テルサ内）
資　料　『新点数運用Ｑ＆Ａ・レセプトの記載』
　　　 ※ 会員に１冊無料で送付。発送方法は

追って連絡します。

お申込みは協会まで。『グリーンペーパー№233』p.42の参加申込書をご活用下さい。

1

2

※ ３月 21 日の説明会当日は事前（３月10日頃）に会員宛に送付する「案内ハガキ」を
ご持参下さい。ハガキと引き換えにテキストを１冊無料でお渡しします。

　 当日ご参加でない場合は、説明会終了後（３月24日）の送付となりますのでご了承下
さい（１冊無料）。説明会当日も販売します（会員価格：１冊 3,000 円）。

（
写
真
は
２
０
１
４
年
４
月
版
）

（
写
真
は
２
０
１
４
年
４
月
版
）

2016年度 新点数説明会の開催案内

2 0 1 6 年 (平成 2 8 年) 2 月 5 日 第 2 9 5 5 号京 都 保 険 医 新 聞 毎月 5日･20日･25日発行( 1 )

メディカルページ http://www.healthnet.jp　保険医専用サイト http://www.hokeni.jp（ユーザー名・パスワードとも kyohoi)　メールアドレス info@hokeni.jp

主な内容

改
定
・
リ
ハ
で
新
評
価
導
入
か 

（
2
面
）

社
会
保
障
改
革
の
工
程
示
さ
れ
る 

（
2
面
）

地
区
医
師
会
と
の
懇
談（
中
西
、乙
訓
）

 

（
3
面
）



　
15
年
12
月
24
日
、
経
済
財
政

諮
問
会
議
が
「
経
済
・
財
政
再

生
ア
ク
シ
ョ
ン・プ
ロ
グ
ラ
ム
」

を
取
り
ま
と
め
た
。
こ
れ
は

「
骨
太
方
針
2
0
1
5
」
に
基

づ
い
て
、
主
要
分
野
の
改
革
の

方
向
性
と
工
程
表
を
示
し
た
も

の
で
、
同
会
議
の
「
経
済
・
財

政
一
体
改
革
推
進
委
員
会
」
で

の
検
討
を
経
た
も
の
（
本
紙
2

9
4
9
号
に
解
説
）。

　
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、「
見
え
る

化
」
と
「
ワ
イ
ズ
・
ス
ペ
ン

デ
ィ
ン
グ
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と

「経済・財政再生計画　改革工程表」より

年末 国会

療養病床等の効率的なサービス提供体
制への転換

入院時の光熱水費相当額に係る患者負
担の見直し

かかりつけ医以外を受診した場合にお
ける定額負担の導入

外来上限や高齢者の負担上限額など高
額療養費制度の見直し

金融資産等の保有状況を考慮した負担
の仕組み

スイッチＯＴＣ化された医療用医薬品
に係る保険償還率の在り方

先発医薬品価格のうち後発医薬品の保険給付
額を超える部分の負担の在り方(参照価格制)

軽度者に対する生活援助サービス等の
給付の在り方と負担の在り方

軽度者に係る福祉用具貸与及び住宅改
修に係る給付の適正化

※医療・介護分野から主な項目について作成

診療報酬の特例（都道府県単位の設定）の活用

後期高齢者の窓口負担の在り方

高額介護サービス費制度の見直し

介護保険の利用者負担の在り方(２割化)

17年度 18年度2016年度

法案
提出

法案
提出

法案
提出

法案
提出

法案
提出

法案
提出

法案
提出

い
る
。
都
道
府
県
別
・
基
礎
自

治
体
別
一
人
当
た
り
の
「
医
療

＋
介
護
」
費
を
算
出
し
、「
見

え
る
化
」
し
た
上
で
地
域
差
の

是
正
に
取
り
組
む
こ
と
な
ど
が

示
さ
れ
た
。
工
程
表
で
は
16
年

末
ま
で
に
▽
入
院
時
の
光
熱
水

費
相
当
の
居
住
費
を
患
者
負
担

化
▽
か
か
り
つ
け
医
以
外
を
受

診
し
た
場
合
の
定
額
負
担
導
入

▽
高
額
療
養
費
制
度
の
限
度
額

引
上
げ
▽
医
療
保
険
で
患
者
の

金
融
資
産
の
保
有
状
況
を
考
慮

に
入
れ
て
負
担
を
求
め
る
仕
組

み
―
な
ど
に
つ
い
て
社
会
保
障

審
議
会
な
ど
で
検
討
し
、
結
論

を
得
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

法
改
定
の
必
要
な
も
の
は
17
年

以
降
の
通
常
国
会
に
法
案
を
提

出
す
る
と
し
て
い
る
。

　
患
者
負
担
に
つ
い
て
は
、
16

年
度
か
ら
入
院
時
の
食
事
負
担

引
き
上
げ
（
18
年
度
と
2
段

階
）、
紹
介
状
な
し
大
病
院
受

診
の
定
額
負
担
の
実
施
が
す
で

に
予
定
さ
れ
て
い
る
。

　
受
療
行
動
を
更
に
萎
縮
さ
せ

る
よ
う
な
負
担
増
に
対
し
、
協

会
と
し
て
取
組
み
を
進
め
る
。

し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
お
金
の

使
わ
れ
方
で
あ
る
イ
ン
プ
ッ
ト

と
、
そ
の
結
果
ど
の
よ
う
な
成

果
が
生
み
出
さ
れ
た
か
を
示
す

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
の
双
方
を
「
見

え
る
化
」
し
、
上
手
く
お
金
を

使
え
て
い
る
か
ど
う
か
（
ワ
イ

ズ
・
ス
ペ
ン
デ
ィ
ン
グ
）
を
評

価
す
る
も
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。

　
そ
の
よ
う
な
評
価
の
も
と

に
、
社
会
保
障
分
野
で
も
多
く

の
項
目
に
斬
り
込
も
う
と
し
て

１施設当たり医療費と施設数推移

デ
ー
タ
で
み
る
医
療

シリーズ③

逆
に
上
回
っ
て
い
る
の
は
、

産
婦
人
科
（
21
・
6
％
増
）、

耳
鼻
咽
喉
科
（
10
・
7
％

増
）
内
科
（
10
・
4
％
増
）

整
形
外
科
（
7
・
9
％
増
）、

眼
科
（
5
・
9
％
増
）、
外

科
（
1
・
8
％
増
）
と
な
っ

て
い
る
。

　
2
0
0
0
年
度
か
ら
の
主

要
科
目
ご
と
の
診
療
所
1
施

設
あ
た
り
の
医
療
費
推
移

（「
医
療
費
の
動
向
」
よ
り
）

を
見
る
と
、
00
年
度
と
14
年

度
比
較
で
下
回
っ
て
い
る
の

は
小
児
科
（
4
・
8
％
減
）

と
皮
膚
科
（
3
・
0
％
減
）。

　
変
動
で
目
を
引
く
の
は
、

小
泉
内
閣
に
お
け
る
2
・
7

％
マ
イ
ナ
ス
の
診
療
報
酬
改

定
に
よ
る
02
年
度
の
急
降
下

で
、
06
年
の
マ
イ
ナ
ス
3
・

16
％
改
定
よ
り
も
影
響
が
色

濃
く
で
て
い
る
。

　
そ
の
中
で
産
婦
人
科
の
特

異
な
上
昇
傾
向
も
目
を
引

く
。
こ
れ
は
施
設
数
の
減
少

傾
向
と
無
関
係
で
は
あ
る
ま

い
。

　
厚
労
省
が
15
年
11
月
19
日

に
発
表
し
た
2
0
1
4
年
医

療
施
設（
静
態
・
動
態
）
調

査
・
病
院
報
告
で
は
、
産
婦

人
科
や
産
科
が
あ
る
病
院
は

14
年
10
月
時
点
で
、
前
年
か

ら
14
施
設
減
っ
て
1
3
6
1

施
設
と
な
り
、
24
年
連
続
の

産婦人科小児科

17,000

19,000

21,000

23,000

25,000

27,000

20,872
19,994

25,318
25,862

22,503

26,788

99 02 05 08 11 14（年）
2,000

3,000

4,000

5,000

99 02 05 08 11 14（年）0 0

3,469
3,619

3,955

4,381
4,648

4,945

減
少
。
小
児
科
も

24
施
設
減
の
2
6

5
6
施
設
で
、
21

年
連
続
の
減
少
と

あ
る
。
診
療
所
に

関
し
て
は
3
年
前

と
の
比
較
で
、
小

児
科
は
8
7
8
増

の
2
0
8
7
2
施

設
と
持
ち
直
し
て

き
つ
つ
あ
る
が
、

産
婦
人
科
は
1
5

0
減
の
3
4
6
9

施
設
と
減
少
が
止

ま
っ
て
い
な
い
。

　
2
0
1
6
年
度
改
定
に
係
る

こ
れ
ま
で
の
議
論
の
整
理
（
現

時
点
の
骨
子
）
が
1
月
13
日
公

表
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
中
央
社

会
保
険
医
療
協
議
会
に
お
い
て

こ
れ
ま
で
行
わ
れ
た
議
論
を
踏

ま
え
た
も
の
で
あ
る
。
本
骨
子

の
一
つ
の
項
目
で
あ
る
「
Ⅱ-

3
質
の
高
い
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
の
評
価
等
、
患
者
の
早

期
の
機
能
回
復
の
推
進
に
つ
い

て
」
の
中
に
「
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
の
質
に
応
じ
た
評
価
を

推
進
す
る
た
め
、
回
復
期
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
棟
に
お
い

て
ア
ウ
ト
カ
ム
の
評
価
を
行

い
、
一
定
の
水
準
に
達
し
な
い

医
療
機
関
に
つ
い
て
は
、
疾
患

別
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
料
の

評
価
を
見
直
す
」
と
あ
る
。
こ

れ
は
、
新
た
な
ア
ウ
ト
カ
ム
評

価
の
導
入
を
提
案
す
る
も
の
で

あ
り
、
非
常
に
注
目
さ
れ
る
。

　
こ
の
件
は
15
年
12
月
2
日
の

中
医
協
総
会
で
議
論
さ
れ
た
。
そ
の
際
、
厚
生
労
働
省
は
「
回

復
期
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病

　
一
つ
目
は
、
効
果
が
上
が
ら

な
か
っ
た
場
合
（
上
が
っ
て
い

な
い
医
療
機
関
）
の
一
定
の
リ

ハ
ビ
リ
料
が
、
当
該
入
院
料
に

　
仮
に
新
た
な
ア
ウ
ト
カ
ム
評

価
を
導
入
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

少
な
く
と
も
次
の
よ
う
な
課
題

を
ク
リ
ア
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
一
つ
は
リ
ハ
ビ
リ
と
そ
の
対

象
に
は
様
々
な
種
類
の
も
の
が

あ
り
、
身
体
的
な
改
善
度
合
い

だ
け
で
な
く
、
例
え
ば
言
語
障

害
や
高
次
脳
機
能
障
害
等
の
機

能
改
善
も
評
価
で
き
る
ス
ケ
ー

ル
に
よ
り
判
断
さ
れ
る
こ
と
。

も
う
一
つ
は
、
効
果
判
定
と
包

括
の
対
象
が
リ
ハ
ビ
リ
料
と

な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の

「
効
果
」
を
測
る
際
に
、
リ
ハ

ビ
リ
以
外
の
要
因
に
よ
る
改
善

を
除
外
し
た
評
価
が
必
要
な
こ

と
―
で
あ
る
。

　
患
者
の
「
個
別
性
」
や
医
療

の
「
不
確
実
性
」
を
考
え
る

と
、
ア
ウ
ト
カ
ム
評
価
自
体
が

医
療
に
は
馴
染
ま
な
い
。
今
回

の
よ
う
に
診
療
報
酬
点
数
表
に

お
い
て
ア
ウ
ト
カ
ム
評
価
が
拡

大
さ
れ
る
こ
と
が
非
常
に
危
惧

さ
れ
る
。

棟
入
院
料
1
お
よ
び
2
を
算
定

す
る
病
棟
の
一
部
に
、
入
院
患

者
の
ほ
と
ん
ど
に
1
日
平
均
6

単
位
を
超
え
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
を
実
施
し
て
い
る
も
の

が
み
ら
れ
る
」「
1
日
6
単
位

を
超
え
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
を
行
っ
て
い
る
医
療
機
関
で

あ
っ
て
も
、
3
単
位
超
6
単
位

未
満
の
医
療
機
関
と
比
べ
て
、

効
果
が
下
回
っ
て
い
る
場
合
も

あ
る
」
と
し
、「
効
果
に
基
づ

く
評
価
を
行
う
こ
と
と
し
、
提

供
量
に
対
す
る
効
果
が
一
定
の

実
績
基
準
を
下
回
る
医
療
機
関

に
お
い
て
は
、
1
日
6
単
位
を

超
え
る
疾
患
別
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
の
提
供
に
つ
い
て
、
入

院
料
に
包
括
す
る
こ
と
と
し
て

は
ど
う
か
」
と
い
う
提
案
を

行
っ
た
。
こ
れ
は
、
リ
ハ
ビ
リ

の
効
果
が
出
な
け
れ
ば
1
日
6

単
位
を
超
え
る
部
分
に
つ
い
て

は
別
途
リ
ハ
ビ
リ
料
を
支
払
わ

な
い
と
い
う
内
容
だ
。

　
回
復
期
リ
ハ
ビ
リ
病
棟
の
入

院
料
に
は
、
こ
れ
ま
で
か
ら
も

当
該
病
棟
か
ら
自
宅
等
へ
退
院

し
た
患
者
の
割
合
や
、
当
該
病

棟
に
入
院
中
に
A
D
L
が
改

善
し
た
重
症
患
者
の
割
合
と

い
っ
た
ア
ウ
ト
カ
ム
評
価
が
求

め
ら
れ
る
ル
ー
ル
が
あ
っ
た
。

そ
こ
に
新
た
な
ア
ウ
ト
カ
ム
評

価
が
加
え
ら
れ
よ
う
と
し
て
い

る
わ
け
だ
。
ど
の
よ
う
な
手
法

で
評
価
・
対
象
と
す
る
の
か
詳

細
は
不
明
で
あ
る
が
、
リ
ハ
ビ

リ
の
効
果
そ
の
も
の
と
、
こ
れ

ま
で
当
該
入
院
料
の
包
括
対
象

外
で
あ
る
リ
ハ
ビ
リ
料
を
タ
ー

ゲ
ッ
ト
に
し
て
い
る
点
で
い
く

つ
か
の
問
題
が
浮
上
す
る
。

包
括
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
包
括
点
数
は
、
そ
の
中
の

技
術
料
や
経
費
の
算
出
が
難
し

い
こ
と
か
ら
、
点
数
引
上
げ
の

足
か
せ
の
一
つ
と
な
っ
て
お

り
、
そ
の
拡
大
は
歓
迎
で
き
な

い
。

　
ま
た
、
医
療
は
「
治
癒
」
す

る
こ
と
を
約
束
し
て
提
供
さ
れ

る
も
の
で
は
な
い
。
リ
ハ
ビ
リ

も
同
様
、
改
善
す
る
こ
と
を
保

証
し
て
行
う
も
の
で
は
な
い
。

な
ぜ
な
ら
ば
リ
ハ
ビ
リ
の
手
技

に
よ
っ
て
の
み
患
者
が
回
復
す

る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ

る
。
医
療
の
「
不
確
実
性
」
を

も
無
視
さ
れ
て
い
る
。

リ
ハ
ビ
リ
効
果
が
な
け
れ
ば
入
院
料
に
包
括

「
個
別
性
」「
不
確
実
性
」
を
無
視

「
効
果
」
を
正
し
く
評
価
可
能
か

　
も
う
一
つ
は
、
当
該
病
棟
を

維
持
す
る
た
め
に
、
効
果
の
上

が
り
そ
う
に
な
い
患
者
に
は
リ

ハ
ビ
リ
を
実
施
し
な
い
な
ど
の

イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
働
き
、
リ

ハ
ビ
リ
を
実
施
す
る
患
者
の
選

別
、
さ
ら
に
は
当
該
病
棟
へ
の

入
院
患
者
の
選
別
に
つ
な
が

り
、
患
者
へ
の
不
利
益
に
な
り

兼
ね
な
い
こ
と
で
あ
る
。
同
じ

疾
患
、
障
害
の
患
者
で
あ
れ
ば

同
じ
経
過
を
た
ど
る
、
同
じ
よ

う
に
回
復
す
る
と
い
う
も
の
で

は
な
く
、
重
症
度
は
も
ち
ろ

ん
、
そ
の
状
態
は
様
々
で
あ
る

と
い
う
患
者
の
「
個
別
性
」
を

無
視
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を

得
な
い
。

16年度改定

新
た
な
ア
ウ
ト
カ
ム
評
価
導
入
の
動
き

「
効
果
」 を
求
め
ら
れ
る
リ
ハ
ビ
リ

社
会
保
障
の
改
革
工
程

経
財
諮
問
会
議
が
示
す

小児科と産婦人科の診療所数推移

主たる診療科別 医科診療所　１施設当たり医療費の推移

（万円）
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小児科 6,776

内科 10,263

2 0 1 6 年 (平成 2 8 年) 2 月 5 日第 2 9 5 5 号 京 都 保 険 医 新 聞 ( 2 )毎月 5日･20日･25日発行



　
協
会
は
中
京
西
部
医
師
会
と

の
懇
談
会
を
11
月
27
日
に
開

催
。
地
区
か
ら
10
人
、
協
会
か

ら
4
人
が
参
加
し
た
。
鈴
木
卓

副
理
事
長
の
司
会
で
開
会
し
、

柴
垣
一
夫
会
長
の
開
会
あ
い
さ

つ
、
垣
田
理
事
長
の
あ
い
さ
つ

の
後
、
協
会
か
ら
①
各
部
会
か

　
12
月
14
日
に
乙
訓
医
師
会
と

懇
談
会
を
開
催
し
、
地
区
か
ら

11
人
、
協
会
か
ら
5
人
が
参
加

し
た
。
乙
訓
医
師
会
の
馬
本
郁

男
副
会
長
の
司
会
で
進
行
。
同

会
の
橋
本
京
三
会
長
、
垣
田
理

事
長
の
あ
い
さ
つ
の
後
、
協
会

各
部
会
か
ら
の
報
告
に
加
え

て
、「
情
勢
報
告
」「
新
専
門
医

制
度
」「
2
0
1
5
年
度
活
動

方
針
」
を
説
明
。
新
専
門
医
制

度
の
話
題
を
中
心
に
、
活
発
な

意
見
交
換
を
行
っ
た
。

　
地
区
か
ら
は
、「
専
門
医
の

数
は
必
要
度
に
応
じ
て
決
め
な

け
れ
ば
い
け
な
い
。
現
状
は
、

学
会
に
入
っ
て
い
た
ら
専
門
医

の
資
格
が
取
れ
る
状
態
で
い
い

加
減
だ
。
国
の
進
め
る
制
度

は
、
資
源
再
配
分
と
い
う
点
で

一
定
の
理
解
は
で
き
る
」「
地

方
の
中
に
は
、
医
療
だ
け
で
な

く
地
域
自
体
が
崩
壊
し
て
い
る

と
こ
ろ
が
あ
る
。
一
定
の
医
師

を
確
保
す
る
必
要
も
あ
り
、
全

面
的
に
新
専
門
医
制
度
に
反
対

す
る
の
は
い
か
が
か
」
と
い
う

声
が
挙
が
っ
た
。
一
方
で
、

「
都
道
府
県
が
実
際
に
医
師
数

を
決
定
し
て
い
く
力
が
あ
る
の

か
疑
問
だ
」「
国
が
主
導
で
進

め
る
の
で
は
な
く
、
医
師
会
が

中
心
に
シ
ス
テ
ム
作
り
に
関
わ

ら
な
い
と
い
け
な
い
」
と
い
う

点
も
指
摘
さ
れ
た
。

　
協
会
は
、
今
の
開
業
医
は
強

い
意
志
と
覚
悟
を
持
っ
て
開
業

し
、
地
域
に
貢
献
し
て
い
る
。

新
専
門
医
制
度
は
、
開
業
医
の

ン
バ
ー
制
度
の
医
療
機
関
へ
の

影
響
―
に
つ
い
て
も
現
段
階
で

考
え
ら
れ
る
こ
と
を
情
報
提
供

し
た
。

　
運
転
免
許
制
度
見
直
し
で

は
、
高
齢
ド
ラ
イ
バ
ー
の
事
故

を
防
ぐ
た
め
、
15
年
6
月
に
道

路
交
通
法
の
改
正
案
が
成
立
し

た
。
75
歳
以
上
の
高
齢
者
が
運

転
免
許
を
更
新
す
る
際
、
認
知

機
能
検
査
に
お
い
て
「
認
知
症

の
疑
い
が
あ
る
」
と
判
定
さ
れ

た
場
合
は
、
違
反
経
験
が
な
く

て
も
医
師
の
診
断
を
義
務
化
す

る
と
い
う
も
の
だ
。
現
状
で

も
、
専
門
医
の
数
、
分
布
に
地

域
差
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
主
治

医
が
診
断
書
を
作
成
す
る
よ
う

協
力
を
求
め
ら
れ
て
い
る
。
今

後
は
対
象
と
な
る
高
齢
者
が
さ

ら
に
増
加
す
る
こ
と
が
予
測
さ

れ
る
。
診
断
書
を
書
く
こ
と
に

強
制
力
や
拘
束
力
が
あ
る
の

か
、
ど
の
程
度
の
責
任
が
問
わ

れ
る
の
か
、
診
断
書
の
費
用
は

だ
れ
が
負
担
す
る
の
か
な
ど
に

つ
い
て
意
見
交
換
し
た
。

　
地
区
か
ら
は
、
認
知
症
専
門

の
公
的
医
療
機
関
に
対
応
し
て

も
ら
う
の
が
良
い
の
で
は
な
い

か
。
診
断
書
料
は
高
齢
者
自
身

で
負
担
す
る
こ
と
に
な
る
の
で

は
な
い
か
と
い
う
意
見
が
出
さ

れ
た
。

　
こ
れ
に
対
し
、
協
会
は
、
運

転
免
許
の
取
消
し
等
は
公
安
委

員
会
に
お
い
て
判
断
さ
れ
る

が
、
高
齢
者
の
生
活
権
・
生
存

権
と
い
う
問
題
も
あ
る
の
で
、

認
知
症
の
専
門
医
で
な
い
主
治

医
に
診
断
書
を
出
さ
せ
る
こ
と

は
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
い
う
見
解
を
示
し
た
。ま
た
、

診
断
書
の
提
出
を
義
務
付
け
、

不
利
益
を
被
る
の
で
あ
れ
ば
、

高
齢
者
に
費
用
負
担
さ
せ
る
の

は
お
か
し
い
の
で
は
な
い
か
と

い
う
問
題
点
を
指
摘
し
た
。

　
ま
た
、
協
会
か
ら
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
制
度
に
つ
い
て
、
現
段
階

で
考
え
ら
れ
る
医
療
機
関
の
3

パ
タ
ー
ン
の
対
応
（
①
自
院
対

応
②
税
理
士
に
任
せ
る
③
対
応

し
な
い
）
に
つ
い
て
情
報
提
供

す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ま
で
開

催
し
た
セ
ミ
ナ
ー
等
の
概
要
を

説
明
し
た
。

　
な
お
、
制
度
に
対
応
し
な

い
、
あ
る
い
は
で
き
な
い
場
合

等
、
現
段
階
で
は
罰
則
は
な
い

が
、
対
応
し
な
い
こ
と
へ
の
リ

ス
ク
は
制
度
自
体
が
動
い
て
い

な
い
た
め
予
測
で
き
な
い
こ
と

を
説
明
し
た
。

　
続
い
て
、
柴
垣
会
長
が
冒
頭

の
あ
い
さ
つ
で
「
協
会
の
医
事

紛
争
に
対
す
る
会
員
援
助
や
保

険
診
療
に
お
け
る
日
常
活
動
に

は
大
変
感
謝
を
し
て
い
る
。
し

か
し
、一
時
期
に
比
べ
、協
会
の

姿
勢
の
政
治
色
が
強
く
な
っ
て

い
る
よ
う
に
思
う
。そ
の
た
め
、

懇
談
会
へ
の
参
加
者
が
減
っ
て

き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」
と

問
題
提
起
さ
れ
た
こ
と
を
受
け

て
意
見
交
換
を
行
っ
た
。

　
地
区
か
ら
、
安
保
法
案
に
関

す
る
保
険
医
新
聞
の
記
載
に
つ

い
て
、
安
保
法
案
賛
成
、
集
団

的
自
衛
権
は
必
要
だ
と
思
っ
て

い
る
会
員
も
い
る
の
で
、
そ
う

い
う
会
員
の
意
思
を
汲
ん
で
い

た
だ
き
た
い
。
い
ろ
い
ろ
な
意

見
を
持
っ
た
会
員
が
い
る
の

で
、
政
治
的
・
宗
教
的
な
思
想

信
条
に
関
す
る
こ
と
や
社
会
問

題
に
つ
い
て
は
個
人
の
判
断
に

任
せ
れ
ば
よ
い
。
協
会
に
は
、

保
険
医
の
権
利
を
擁
護
す
る
、

あ
る
い
は
保
険
診
療
を
正
し
く

進
め
て
い
く
、
皆
保
険
制
度
を

守
る
た
め
の
活
動
を
し
っ
か
り

し
て
い
た
だ
け
れ
ば
あ
り
が
た

い
、
と
要
望
さ
れ
た
。

　
こ
れ
に
対
し
、
協
会
か
ら
、

会
員
の
先
生
の
意
思
を
代
議
員

ら
の
情
報
提
供
②
情
勢

報
告
③
新
専
門
医
制
度

④
2
0
1
5
年
度
活
動

方
針
―
に
つ
い
て
説
明
。

　
ま
た
、
地
区
か
ら
の

テ
ー
マ
と
し
て
挙
げ
ら

れ
た
①
75
歳
以
上
高
齢

者
に
対
す
る
運
転
免
許

制
度
見
直
し
の
影
響
に

つ
い
て
（
診
断
書
作
成

に
関
し
て
）
②
マ
イ
ナ

意
志
を
無
視
し
、
医
師
数
と
病

床
数
で
構
成
さ
れ
た
制
度
だ
。

そ
の
意
志
が
尊
重
さ
れ
る
制
度

で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
最
初

は
緩
や
か
に
始
ま
り
、
徐
々
に

医
師
を
制
度
に
組
み
込
ん
で
管

理
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
危
機
感

を
持
っ
て
い
る
と
強
調

し
た
。

　
医
師
の
配
置
と
い
う

点
は
、「
問
題
は
、
科

の
偏
在
で
は
な
い
か
」

「
何
科
に
何
人
の
医
師

が
必
要
か
を
学
会
で
自

主
的
に
定
め
る
べ
き

だ
」「
全
員
が
専
門
医

資
格
を
持
つ
必
要
は
な

い
。
総
合
専
門
医
的
な

診
断
が
で
き
れ
ば
い
い
の
で
、

専
門
医
の
数
を
決
め
る
必
要
は

な
い
」「
国
は
、
30
年
先
、
40

年
先
の
医
療
を
牛
耳
る
た
め
の

体
制
を
つ
く
ろ
う
と
し
て
い
る

の
で
は
な
い
か
」
と
、
さ
ま
ざ

ま
な
意
見
が
挙
が
っ
た
。

　
協
会
活
動
に
関
し
て
、「
制

度
に
反
対
す
る
の
で
は
な
く
、

い
か
に
行
政
に
コ
ミ
ッ
ト
し
て

い
く
か
と
い
う
こ
と
が
大
事
で

は
な
い
か
」
と
い
う
指
摘
が

あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
協
会

は
、
何
で
も
反
対
し
て
い
る
の

で
は
な
く
、
深
く
議
論
を
し
て

い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
考

え
て
い
る
。
協
会
の
活
動
は
、

会
員
の
声
を
も
と
に
進
め
て
い

る
と
述
べ
た
。

　
そ
の
他
、
化
血
研
の
不
正
製

造
問
題
に
つ
い
て
情
報
提
供
を

求
め
る
意
見
や
、
産
科
医
療
補

償
制
度
の
余
剰
金
の
問
題
、
Ｔ

Ｐ
Ｐ
に
対
す
る
協
会
の
運
動
、

医
療
事
故
調
査
制
度
の
開
始
で

前
医
批
判
が
懸
念
さ
れ
る
こ
と

な
ど
多
岐
に
わ
た
る
意
見
が
出

さ
れ
た
。

ア
ン
ケ
ー
ト
等
で
確
認
し
つ
つ

取
り
組
ん
で
い
る
。
診
療
報

酬
、
医
療
制
度
に
特
化
し
た
問

題
だ
け
取
扱
え
ば
よ
い
と
い
う

意
見
も
あ
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で

は
な
く
、
社
会
的
問
題
に
も
発

言
せ
よ
と
い
う
意
見
も
あ
る
。

理
事
会
で
は
何
が
一
番
大
事
か

と
悩
み
な
が
ら
、
喧
々
諤
々
の

議
論
を
し
て
活
動
の
方
向
性
を

決
定
し
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し

た
。

　
最
後
に
、
懇
談
会
で
忌
憚
の

な
い
ご
意
見
を
い
た
だ
い
た
こ

と
に
謝
意
を
述
べ
る
と
と
も

に
、
代
議
員
会
や
総
会
で
意
見

を
出
し
て
い
た
だ
け
ば
、
協
会

運
営
に
反
映
で
き
る
の
で
、
ぜ

ひ
積
極
的
に
参
加
を
お
願
い
し

た
い
と
協
会
か
ら
述
べ
て
、
懇

談
会
を
終
了
し
た
。

出
席
者
14
人
で
開
催
さ

れ
た
中
京
西
部
医
師
会

と
の
懇
談

出
席
者
16
人
で
開
催
さ

れ
た
乙
訓
医
師
会
と
の

懇
談

運
転
免
許
制
度
見
直
し
な
ど
率
直
な
意
見
交
換
行
う

中
京
西
部
医
師
会
と
懇
談

11
月
27
日
　
中
京
西
部
医
師
会
会
議
室

新
専
門
医
制
度
と
医
師
偏
在
問
題
で
活
発
な
議
論
に

乙
訓
医
師
会
と
懇
談

12
月
14
日
　
乙
訓
医
師
会
会
議
室

■各分科会10演題
◇第１分科会　認知症分科会（在宅・日常診療・医科歯科連携）
◇第２分科会　癌を含めた終末期分科会（在宅・日常診療・医科歯科連携）
◇第３分科会　 難病（障害、リハビリを含む）分科会（在宅・日常診療・医科歯科連携）
◇第４分科会　高齢者分科会（在宅・日常診療・医科歯科連携）
◇第５分科会　子どもの医療と健康問題分科会（在宅・日常診療・医科歯科連携）
◇第６分科会　メンタルヘルス分科会（在宅・日常診療・医科歯科連携）
◇第７分科会　「生活習慣病」分科会（在宅・日常診療・医科歯科連携）
◇第８分科会　貧困・労働・生活・環境問題がベースにある医療と健康の問題分科会
◇第９分科会　口腔の健康問題分科会（「保険で良い歯科医療」、「日常診療の工夫」の取り組み含む）
◇第10分科会　医療技術、医学・医療運動史、医療制度問題・医療運動分科会

と　き 2016年10月 9 日（日）～10日（月・祝）
ところ 国立京都国際会館（京都市左京区宝ヶ池）
主　催 全国保険医団体連合会　主　務　京都府保険医協会・京都府歯科保険医協会

分科会・ポスターセッション
演題を募集します!!

締　切 2016年３月31日（保団連必着）
 ※今年は締め切りが早くなっておりますのでご注意下さい。

第31回 保団連医療研究フォーラム
「保険で良い医療」を実現する医療実践について考える

「開業医医療の復権」 をめざして

■ポスターセッション　15演題予定　質疑５分
◆演題発表作成にあたっての留意点
①  今回は、「患者像」に着目した分科会分類になっており、第１～８分科会のいず
れにおいて　も「在宅・日常診療・医科歯科連携」からの演題応募ができるよ
うになっています。

②中小病院勤務医、開業医（医科）の先生方へ
　 今回の医療研究フォーラムの目的の一つは、日本の開業医医療の水準の高さと
効率性の良さについて、実践報告の中で明らかにすることにあります。そのた
め、応募される方のうち、特に中小病院勤務医、開業医（医科）の方については、
下記の（１）～（４）の留意点を踏まえて発表をまとめていただければと思います。

（１） 2020年度から専門医認定が始まる「総合診療専門医」に対し求められてい
る６つの能力（下記①～⑥）について、分析視点に組み込んで報告を作成し
て下さい。（６項目の全てでなくてかまいません。）

　①人間中心の医療・ケア
　　 患者のことを全人的に理解した上で、コミュニケーションを重視した診療・

ケアを提供するという点からの評価
　②包括的統合アプローチ
　　 疾患のごく初期の段階で適切な臨床推論に基づく診断・治療を行うほか、健

康増進や予防医療まで念頭において対応するという点からの評価
　③連携重視のマネジメント
　　 地域で多職種との良好な連携体制の中での適切なリーダーシップを発揮し、

医療機関同士または医療・介護サービス間での切れ目ない連携を行うという
点からの評価

　④地域志向アプローチ
　　 医療機関を受診していない全住民を対象にした保健・介護・福祉事業への積

極的な参加などを通じて、地域全体の健康向上に寄与するという点からの評
価

　⑤公益に資する職業規範
　　 専門性を自覚しながら日々の診療にあたると同時に、自己研鑽を行い、教育

や学術活動に積極的に携わるという点からの評価
　⑥診療の場の多様性
　　外来・救急・病棟・在宅など多様な場での柔軟な対応という点からの評価
（２） 「開業医だからできる医療」「開業医ならではのアプローチ」という点からの

評価を盛り込んで下さい。
（３） 同じような病態の患者さんに対する勤務医時代と開業後の意識の違い、取り

組み方の変化などについても考察して下さい。
（４） 患者さんに必要な医療を提供する上で、保険制度や診療報酬の中身が障害に

なったようなケースについても積極的に取り上げて下さい。

2 0 1 6 年 (平成 2 8 年) 2 月 5 日 第 2 9 5 5 号京 都 保 険 医 新 聞( 3 ) 毎月 5日･20日･25日発行



　
12
月
22
日
、
西
川
一
誠
福
井

県
知
事
が
高
浜
原
発
3
・
4
号

機
の
再
稼
働
へ
の
同
意
を
表
明
。

　
地
元
の
高
浜
町
や
県
議
会
の

意
思
、
同
県
原
子
力
安
全
専
門

委
員
会
の
報
告
、
関
電
、
国
の

方
針
を
「
総
合
的
に
勘
案
し
、

再
稼
働
に
同
意
す
る
と
の
判

断
」
に
至
っ
た
と
説
明
し
た
。

　
そ
の
2
日
後
の
12
月
24
日
、

福
井
地
方
裁
判
所
は
高
浜
原
発

3
・
4
号
機
運
転
差
し
止
め
仮

処
分
決
定
取
消
を
下
し
た
。

　「
本
件
原
発
の
安
全
性
に
欠

け
る
点
が
あ
る
と
は
い
え
な

い
」「
し
た
が
っ
て
債
権
者
ら

　
協
会
は
12
月
13
日
、
税
理
士

法
人
Ｆ
Ｐ
総
合
研
究
所
の
大
久

保
雅
之
税
理
士
を
講
師
に
迎

え
、
勤
務
医
に
限
定
し
た
初
め

て
の
セ
ミ
ナ
ー「
う
っ
か
り
し

て
ま
せ
ん
か
？
　
押
さ
え
て
お

き
た
い
確
定
申
告
の
ポ
イ
ン
ト

〜
勤
務
医
が
で
き
る
所
得
税
対

策
か
ら
相
続
税
対
策
の
基
本

〜
」
を
開
催
。
出
席
は
9
人
。

　
冒
頭
、
大
久
保
税
理
士
は
最

近
の
税
制
の
流
れ
と
し
て
、
企

業
に
対
し
て
は
法
人
税
を
引
下

げ
る
な
ど
減
税
を
施
す
傾
向
に

あ
る
が
、
そ
の
一
方
で
個
人
に

対
し
て
は
所
得
税
や
相
続
税
に

お
い
て
増
税
を
強
い
る
傾
向
に

あ
る
と
説
明
。
セ
ミ
ナ
ー
で

は
、
そ
う
い
っ
た
状
況
を
踏
ま

え
つ
つ
、
所
得
税
や
相
続
税
の

負
担
感
を
少
し
で
も
和
ら
げ
る

た
め
の
節
税
ポ
イ
ン
ト
を
解
説

し
た
。

給
与
所
得
者
に

恩
恵
あ
る
制
度
を
紹
介

　
ま
ず
所
得
税
に
つ
い
て
、
勤

務
医
は
給
与
所
得
者
と
い
う
こ

と
も
あ
り
、
節
税
対
策
を
講
じ

る
こ
と
は
な
か
な
か
難
し
い
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
中
で
も

納
税
者
に
と
っ
て
数
少
な
い
恩

恵
を
受
け
ら
れ
る
制
度
で
あ
る

「
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
」
や
「
医

療
費
控
除
」、
あ
る
い
は
勤
務

に
直
接
関
係
の
あ
る
支
出
が
生

給
与
所
得
者
の
節
税
ポ
イ
ン
ト　
を
解
説

 

勤
務
医
限
定
セ
ミ
ナ
ー
開
く

じ
た
場
合
に
控
除
が
受
け
ら
れ

る
「
特
定
支
出
控
除
」、
各
自

治
体
に
寄
付
す
る
こ
と
で
所
得

税
・
住
民
税
の
控
除
が
受
け
ら

れ
る
「
ふ
る
さ
と
納
税
」
の
ポ

イ
ン
ト
等
を
紹
介
、
活
用
を
推

奨
し
た
。

相
続
は
生
前
贈
与
の

活
用
を

　
次
に
相
続
税
に
つ
い
て
は
、

2
0
1
5
年
1
月
の
改
正
に
よ

り
基
礎
控
除
の
引
下
げ
や
税
率

の
引
上
げ
な
ど
が
行
わ
れ
課
税

対
象
の
層
が
広
が
っ
た
。
し
か

し
そ
の
一
方
で
、
贈
与
税
に
お

い
て
は
20
歳
以
上
の
人
が
直
系

尊
属
か
ら
贈
与
を
受
け
た
場
合

は
税
率
が
軽
減
さ
れ
る
な
ど
、

今
後
の
相
続
税
対
策
と
し
て

は
、
贈
与
対
策
が
非
常
に
重
要

な
位
置
づ
け
と
な
る
と
述
べ
、

節
税
対
策
と
し
て
生
前
贈
与
を

う
ま
く
活
用
す
る
必
要
性
を
説

い
た
。

　
具
体
的
に
は
、
資
産
状
況
に

よ
っ
て
は
基
礎
控
除
の
範
囲
内

で
毎
年
少
し
ず
つ
贈
与
す
る
こ

と
の
他
、
相
続
税
と
の
負
担
を

比
較
の
上
、
基
礎
控
除
額
を
超

え
る
贈
与
を
す
る
こ
と
、
あ
る

い
は
20
歳
以
上
の
子
ど
も
や
孫

へ
の
住
宅
取
得
等
資
金
の
た
め

の
贈
与
や
30
歳
未
満
の
子
ど
も

や
孫
へ
の
教
育
資
金
の
一
括
贈

与
に
関
す
る
非
課
税
特
例
を
上

手
に
活
用
す
る
こ
と
を
薦
め

た
。
た
だ
、
最
近
の
税
務
調
査

で
贈
与
が
認
め
ら
れ
な
い
ケ
ー

ス
が
頻
繁
に
起
き
て
い
る
こ
と

も
あ
り
、「
資
金
移
動
を
明
確

に
す
る
」「
親
の
印
鑑
等
で
管

理
し
な
い
」
な
ど
注
意
点
を
示

し
、
税
務
調
査
で
否
認
さ
れ
な

い
よ
う
に
し
っ
か
り
と
管
理
す

る
こ
と
の
重
要
性
を
説
い
た
。

生
命
保
険
・
不
動
産
活

用
し
た
節
税
も

　
そ
の
他
に
も
、
生
命
保
険
や

不
動
産
を
活
用
し
た
節
税
対
策

も
併
せ
て
紹
介
し
た
。
な
お
、

相
続
税
対
策
を
行
う
前
の
ポ
イ

ン
ト
と
し
て
、
必
ず
所
有
資
産

の
現
状
を
し
っ
か
り
と
把
握
し

た
上
で
、
ど
う
い
っ
た
対
策
が

必
要
か
を
見
極
め
る
こ
と
が
肝

要
で
あ
る
と
述
べ
た
。

　
最
後
の
質
疑
応
答
で
は
、
出

席
者
が
現
在
抱
え
て
い
る
悩
み

に
つ
い
て
の
相
談
や
具
体
的
な

ア
ド
バ
イ
ス
を
求
め
ら
れ
る
な

ど
節
税
に
対
す
る
関
心
の
高
さ

が
垣
間
見
ら
れ
、
知
り
た
か
っ

た
こ
と
を
聞
け
て
大
変
参
考
に

な
っ
た
と
の
声
も
聞
か
れ
た
。

  

どな

の
人
格
権
が
侵
害
さ
れ
る
具
体

的
危
険
が
あ
る
と
推
認
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
」と
す
る
、前
回

の
画
期
的
な
判
断
を
覆
す
非
常

に
残
念
な
決
定
だ
。
協
会
は
住

民
の
い
の
ち
と
健
康
を
守
る
医

師
の
立
場
か
ら
、
仮
処
分
決
定

取
消
に
強
く
抗
議
し
、
25
日
付

で
安
倍
首
相
、
林
経
産
相
、
関

西
電
力
に
抗
議
文
を
送
付
し
た
。

　
周
辺
自
治
体
で
は
、
舞
鶴
市

議
会
が
原
発
再
稼
働
容
認
決
議

を
可
決
し
た
こ
と
を
受
け
、
舞

鶴
市
も
容
認
の
立
場
を
表
明
し

た
が
、
京
丹
後
市
の
中
川
泰
市

長
は
22
日
の
西
川
福
井
県
知
事

の
再
稼
働
同
意
表
明
を
受
け
、

「
将
来
の
廃
棄
物
の
最
終
的
な

具
体
的
取
扱
い
が
決
ま
っ
て
い

な
い
等
の
中
で
は
、
基
本
的
に

反
対
」
と
す
る
コ
メ
ン
ト
を
発

表
。
京
都
府
の
山
田
啓
二
知
事

も
、
実
際
に
使
え
る
避
難
計
画

や
避
難
ル
ー
ト
が
整
っ
て
い
な

い
こ
と
な
ど
を
「
遺
憾
」
と
表

明
。
宮
津
市
議
会
は
、
30
キ
ロ

圏
に
入
る
府
内
外
の
12
市
町
村

議
会
で
初
と
な
る
、
再
稼
働
反

対
の
意
見
書
を
可
決
し
た
。

　
そ
も
そ
も
原
発
は
、
徹
頭
徹

尾
、
他
者
に
犠
牲
を
押
し
つ
け

る
も
の
で
あ
る
。
平
常
運
転
時

　
再
稼
働
と
な
っ
た
九
州
電

力
・
川
内
原
発
の
見
学
等
を
目

的
に
、
11
月
21
・
22
日
で
開
催

さ
れ
た
保
団
連
公
害
視
察
会
へ

協
会
か
ら
飯
田
哲
夫
理
事
、
事

務
局
が
参
加
。
全
国
か
ら
33
人

が
集
ま
っ
た
。

　
初
日
は
、
反
原
発
・
か
ご
し

ま
ネ
ッ
ト
事
務
局
長
で
出
版
社

「
南
方
新
社
」
社
長
の
向
原
祥

隆
氏
を
講
師
に
「
川
内
原
発
を

巡
る
情
勢
と
課
題
」
と
題
し
た

学
習
会
を
開
催
。
向
原
氏
は
福

島
第
一
原
発
事
故
で
、
い
か
に

日
本
が
国
民
を
守
ら
な
い
国
で

あ
る
か
と
い
う
こ
と
を

痛
感
し
た
と
訴
え
た
。

川
内
原
発
で
は
、
原
発

の
温
排
水
に
よ
っ
て
周

辺
海
域
の
海
藻
類
が
全

滅
。
海
洋
生
物
の
死
亡

漂
着
が
増
え
、
漁
獲
高

が
激
減
し
て
い
る
こ
と

を
解
説
し
た
。

　
翌
日
は
川
内
原
発
を

視
察
。
稼
働
し
て
い
る

た
め
内
部
を
見
る
こ
と

は
で
き
な
か
っ
た
が
、

九
州
電
力
社
員
の
案
内
の
も

と
、
敷
地
内
に
お
け
る
防
災
設

備
等
を
見
学
し
た
。
そ
の
後
、

地
元
で
脱
原
発
運
動
に
取
り
組

む
団
体
と
の
交
流
意
見
交
換
会

を
開
催
。交
流
会
で
は
、鹿
児
島

協
会
理
事
の
青
山
浩
一
氏
が
、

県
内
で
実
施
し
た
避
難
計
画
作

成
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果

を
解
説
し
、
多
く
の
医
療
関
連

施
設
が
避
難
計
画
作
成
に
困
惑

し
て
い
る
状
況
を
伝
え
た
。

　
ま
た
、
原
子
力
災
害
時
に
医

療
関
係
者
の
役
割
と
し
て
安
定

ヨ
ウ
素
剤
配
布
を
あ
げ
、
放
射

性
ヨ
ウ
素
に
さ
ら
さ
れ
た
場

合
、
安
定
ヨ
ウ
素
剤
の
服
用
は

早
け
れ
ば
早
い
ほ
ど
効
果
が
あ

る
こ
と
。
特
に
小
児
に
対
し
て

有
効
だ
と
考
え
て
い
る
こ
と
か

ら
、
す
で
に
事
前
配
布
を
行
っ

て
い
る
市
町
村
の
事
例
な
ど
を

紹
介
し
な
が
ら
、
行
政
へ
事
前

配
布
を
訴
え
る
取
組
み
が
必
要

だ
と
し
た
。

　
続
い
て
、
地
元
で
原
発
反
対

運
動
を
行
っ
て
い
る
、
川
内
原

発
建
設
反
対
連
絡
協
議
会
の
島

原
良
子
氏
、
城
下
義
博
氏
、
井

上
勝
博
氏
と
交
流
を
行
っ
た
。

　
解
散
前
に
は
参
加
医
師
全
員

が
白
衣
に
着
替
え
、
川
内
駅
前

で
脱
原
発
の
訴
え
を
行
っ
た
。

の
労
働
で
も
下
請
け
・
孫
請
け

労
働
者
が
被
曝
を
強
い
ら
れ
て

い
る
。
発
電
所
や
核
燃
料
サ
イ

ク
ル
施
設
は
、
決
し
て
都
会
に

は
作
る
こ
と
が
で
き
ず
、
過
疎

地
に
押
し
つ
け
ら
れ
て
い
る
。

な
お
か
つ
、
原
子
炉
が
生
み
出

す
放
射
性
物
質
は
現
在
の
科
学

で
は
無
毒
化
す
る
こ
と
が
で
き

ず
、
放
射
性
廃
棄
物
の
処
理
方

法
も
定
ま
っ
て
い
な
い
。
我
々

は
こ
の
よ
う
な
発
電
方
法
を
選

択
す
べ
き
で
は
な
く
、
協
会
の

脱
原
発
を
求
め
る
主
張
の
根
源

に
は
、
こ
の
問
題
が
あ
る
。

　
協
会
は
引
き
続
き
、
脱
原
発

に
向
け
て
舵
を
切
る
よ
う
、
国

お
よ
び
電
力
会
社
に
要
請
し
て

い
く
と
と
も
に
、
司
法
に
も
国

や
電
力
会
社
に
目
を
向
け
た
判

決
で
は
な
く
、
真
に
住
民
の
声

を
聴
き
そ
の
立
場
に
立
っ
た
判

断
を
下
す
よ
う
強
く
求
め
た
。

高
浜
原
発
差
し
止
め
仮
処
分
が
取
消

再
稼
働
前
提
の
決
定
に
強
く
抗
議
す
る

駅前で脱原発の訴えも
保団連公害視察会

川内原発を視察

川
内
駅
前
で
脱
原
発
を
訴
え
る
飯
田
理
事

日　時  2 月28日（日）
 午後２時30分～４時（開場：午後 2時）
場　所 京都府保険医協会・ルームＡ～Ｃ
演　奏 クラリネット：鈴木 祐子　 　ビ オ ラ：金本 洋子
 バ イ オ リ ン：山本 美帆　 　チ ェ ロ：城甲 実子
 バ イ オ リ ン：田村 安祐美
参加費 会員：1,000円　 会員外：1,500円（茶菓付）
曲　目 ブラームス「クラリネット五重奏曲」 他
　※演奏終了後に、演奏者とのトークがあります。
　※ご家族・従業員の方の参加も歓迎いたします。
　　お誘い合わせの上どうぞ。
主　催 京都府保険医協会　　協　賛　（有）アミス

クラリネット五重奏で名曲を楽しむクラリネット五重奏で名曲を楽しむクラリネット五重奏で名曲を楽しむ
京響メンバーによるサロンコンサート

先着30人
（要申込）

― ブルゴーニュ銘醸ワインを唎く partⅡ―
日　時  2 月28日（日）
 午後５時～６時：ワイン講座
 午後６時～８時：食事会
場　所 ホテルモントレ京都　２階「ケンジントン」
 （京都市中京区烏丸通三条下ル　☎075-251-7111）
講　師 山本医院　山本　博 氏（左京）
参加費 会　員：10,000円
 会員外：11,000円
※ご家族・従業員の方も歓迎いたします。
　お誘い合わせの上どうぞ。
共　催 京都府保険医協会　（有）アミス

ブルゴーニュ銘醸ワインを唎く partⅡ―
第５回　ワイン講座

先着 40人
（要申込）

「市内の緑地を巡って・その3」 のご案内
日　時 2月28日（日）午前9時～午後4時（予定） 
集　合 市営地下鉄・丸太町駅1番出口
 　行程　 行程 約10㎞　４時間程度

烏丸丸太町―京都御苑（九条邸跡・厳島社・出水の小川・御
所梅園など）―乾御門―同志社大学キャンパス―相国寺―
上御霊神社―千家施設―本法寺―水火天満宮―堀川紫明―
建勲神社―船岡山（昼食）―千本えんま堂（引接寺）―釘抜地
蔵（石像寺）―千本釈迦堂（大報恩寺）―上七軒―北野天満宮

参加費 無料（交通費自弁）昼食・飲物・雨具などは各自ご用意下さい
共　催 京都府保険医協会　 京都府歯科保険医協会

※前日夜の天気予報で京都府南部の降水確率が60％以上の場合は中止

第31回 環境ハイキング

2 0 1 6 年 (平成 2 8 年) 2 月 5 日第 2 9 5 5 号 京 都 保 険 医 新 聞毎月 5日･20日･25日発行 ( 4 )



制
度
の
学
習

約
4
割
が
未
対
応

　
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
」
に

つ
い
て
、
担
当
税
理
士
等
か
ら

制
度
の
説
明
を
受
け
た
り
、
関

連
の
セ
ミ
ナ
ー
や
講
習
会
に
参

加
し
た
か
を
た
ず
ね
た
と
こ

ろ
、
自
身
で
の
資
料
収
集
を
含

め
、
半
数
以
上
の
56
％
が
既
に

学
習
し
て
い
た
が
、
約
4
割
が

11
月
時
点
で
未
対
応
と
の
回
答

で
あ
っ
た
。（
図
1
）

「
税
理
士
等
に
委
託
で
き
る

部
分
は
委
託
」が
半
数
以
上

　
医
療
機
関
で
の
「
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
制
度
」
へ
の
対
応
に
つ
い

て
は
、「
税
理
士
等
に
委
託
で

き
る
部
分
は
委
託
」
が
53
％
で

半
数
以
上
と
一
番
多
く
、「
税

理
士
等
に
全
て
委
託
」
の
14
％

が
必
要
」
で
あ
る
こ
と
に
つ
い

て
は
、「
知
っ
て
い
る
」
が
56

％
、「
知
ら
な
か
っ
た
」
が
42

％
で
あ
っ
た
。「
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
」
は
取
得
す
れ
ば
義
務
と

し
て
適
切
な
「
安
全
管
理
措

置
」
が
、
税
理
士
等
に
委
託
す

れ
ば
委
託
先
の
監
督
が
求
め
ら

れ
る
の
で
留
意
が
必
要
。

従
業
員
へ
基
本
的
な
事
項

6
割
以
上
が
通
知

　
従
業
員
に
通
知
カ
ー
ド
が
届

く
時
期
や「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
」が

何
に
使
用
さ
れ
る
か
な
ど
、
基

本
的
な
通
知
を
し
た
か
た
ず
ね

た
と
こ
ろ
、「
事
前
に
知
ら
せ

た
」が
39
％
、「
こ
れ
か
ら
知
ら

せ
る
」
が
22
％
と
、
6
割
以
上

が
通
知
す
る
と
の
回
答
で
あ
っ

た
。

　
一
方
、「
知
ら
せ
て
い
な
い
」

は
33
％
あ
り
、
11
月
時
点
で
は

　
2
0
1
6
年
1
月
よ
り
、
ま
ず
は
社
会
保
障
、
税
、
災
害

対
策
の
3
分
野
で
運
用
が
開
始
さ
れ
た
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制

度
」。
こ
れ
に
よ
り
医
療
機
関
は
、
従
業
員
（
パ
ー
ト
・
ア

ル
バ
イ
ト
を
含
む
）
や
そ
の
扶
養
家
族
か
ら
「
マ
イ
ナ
ン

バ
ー（
個
人
番
号
）」
を
取
得
す
る
こ
と
に
な
り
、
特
定
個
人

情
報
を
取
り
扱
う
「
個
人
番
号
取
扱
事
業
者
」
と
し
て
、
そ

の
適
正
な
取
り
扱
い
が
求
め
ら
れ
る
と
と
も
に
、
社
会
保
障

や
税
務
関
係
書
類
へ
の
番
号
記
載
等
の
責
務
が
課
せ
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
今
回
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
取
り

ざ
た
さ
れ
る
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
」
に
関
し
、
医
療
機
関

で
の
対
応
の
現
状
等
に
つ
い
て
た
ず
ね
た
。
ア
ン
ケ
ー
ト

は
、
制
度
の
周
知
も
含
め
た
設
問
と
し
た
と
こ
ろ
、
回
答
率

は
40
％
に
達
し
、「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
」
運
用
前
で
あ
る

11
月
時
点
で
の
準
備
状
況
が
浮
き
彫
り
と
な
っ
た
。

と
、
あ
わ
せ
て
税
理
士
等
の
協

力
を
得
る
と
し
た
回
答
が
7
割

近
く
を
占
め
た
。
一
方
、「
自

院
で
全
て
対
応
」
は
8
％
で
、

「
検
討
中
」
と
の
回
答
も
約
2

割
あ
っ
た
。（
図
2
）

「
安
全
管
理
措
置
」お
よ
び

「
委
託
先
の
監
督
」は
義
務

　
自
院
で
対
応
す
る
場
合
は
、

適
切
な
「
安
全
管
理
措
置
」

（
特
定
個
人
情
報
等
の
管
理
）

が
必
要
で
、
税
理
士
等
に
委
託

す
る
場
合
に
お
い
て
も
、「
委

託
先
の
安
全
管
理
措
置
が
適
切

に
講
じ
ら
れ
て
い
る
か
、
監
督

医
療
分
野
へ
の
利
用

拡
大
「
反
対
」約
半
数

　
医
療
分
野
で
は
、
2
0
1
7

年
7
月
以
降
の
で
き
る
だ
け
早

期
に
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」
に

健
康
保
険
証
の
機
能
を
持
た

せ
、
医
療
機
関
の
事
務
の
効
率

化
を
図
る
と
し
て
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
の
利
用
が
検
討
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
医
療
機
関
や
研
究

機
関
で
の
患
者
デ
ー
タ
の
共
有

や
、
追
跡
に
利
用
可
能
な
「
医

療
Ｉ
Ｄ
」
は
、
18
年
度
か
ら
段

階
的
に
運
用
を
開
始
。
20
年
の

本
格
運
用
を
目
指
し
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
の
イ
ン
フ
ラ
を
活
用
し

て
紐
付
け
す
る
方
向
で
、
検
討

を
進
め
て
い
る
。
さ
ら
に
、
9

月
3
日
に
は
法
の
施
行
を
待
た

ず
し
て
改
正
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法

が
成
立
し
、
特
定
健
診
や
予
防

接
種
へ
の
利
用
が
決
定
し
た

が
、
こ
の
よ
う
な
医
療
分
野
へ

の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
利
用
拡
大

に
関
し
、
賛
否
を
た
ず
ね
た
と

こ
ろ
、「
賛
成
」
11
％
、「
反

対
」
47
％
、「
ど
ち
ら
と
も
い

え
な
い
」
39
％
で
あ
っ
た
。

（
図
8
）

　
ま
た
、
そ
の
理
由
に
つ
い

て
、「
賛
成
」
で
は
「
利
便
性
」

「
期
限
切
れ
の
保
険
証
に
よ
る

受
診
が
多
い
か
ら
」「
事
務
手

続
き
の
合
理
化
で
役
所
の
人
員

削
減
が
可
能
」
と
の
意
見
。

　
「
反
対
」
で
は
「
個
人
情
報

流
出
の
危
険
性
、
国
に
よ
る
個

人
医
療
情
報
の
管
理
」「
個
人

情
報
保
護
の
責
任
を
各
診
療
所

で
行
う
の
は
負
担
が
大
き
い
」

「
医
療
が
医
療
以
外
の
理
由
で

制
限
さ
れ
そ
う
」「
私
た
ち
は

ナ
ン
バ
ー
の
付
い
た
物
で
は
な

い
と
思
い
ま
す
。
生
き
る
こ
と

は
自
由
で
あ
り
、
何
か
に
拘
束

さ
れ
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
反
対
で
す
」
と
の
意
見
が

出
さ
れ
た
。「
ど
ち
ら
と
も
い

え
な
い
」
で
は
「
始
ま
ら
な
け

れ
ば
良
く
判
ら
な
い
」「
セ

キ
ュ
リ
テ
ィ
問
題
が
不
明
」

「
便
利
な
部
分
も
あ
る
が
、
不

安
要
素
も
大
き
い
」「
予
防
接

種
歴
の
管
理
、
複
数
検
査
・
投

薬
の
予
防
に
は
有
効
か
も
し
れ

な
い
」
な
ど
、
多
く
の
意
見
が

寄
せ
ら
れ
た
。

　
そ
の
他
、
意
見
・
要
望
で

は
、「
効
率
化
、
ム
ダ
を
は
ぶ

く
と
い
う
点
に
対
し
て
は
良
い

と
思
う
が
、
ど
う
い
う
範
囲
ま

で
み
る
か
と
い
う
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
に
不
安
が
あ
る
」「
適
正

な
所
得
税
を
課
す
た
め
の
所
得

の
把
握
目
的
に
限
定
す
べ
き
」

「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
役
所
に

と
っ
て
利
便
性
の
多
い
シ
ス
テ

ム
で
、
利
用
者
に
と
っ
て
で
は

な
い
。
そ
れ
な
の
に
管
理
は
利

用
者
に
ま
か
せ
る
と
い
う
運
用

方
針
は
無
理
が
あ
る
。
故
意
で

は
な
く
過
失
に
よ
る
漏
出
ま
で

利
用
者
に
責
任
を
と
ら
せ
る
と

い
う
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
ほ
ど

無
理
な
話
も
あ
る
ま
い
」「
必

要
性
は
理
解
し
ま
す
が
、
そ
れ

に
関
連
し
て
取
扱
い
を
あ
ま
り

複
雑
化
し
な
い
こ
と
」
な
ど
、

問
題
点
の
指
摘
も
あ
っ
た
。

ま
だ
対
応
し
て
い
な
い
医
療
機

関
も
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

（
図
3
）

「
利
用
目
的
の
明
示
」

約
8
割
が
対
応

　
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
」
を
従
業

員
か
ら
取
得
す
る
際
の
利
用
目

的
（「
源
泉
徴
収
票
作
成
」「
健

康
保
険
・
厚
生
年
金
保
険
届

出
」「
雇
用
保
険
届
出
」
等
）

の
明
示
の
必
要
性
に
つ
い
て

は
、「
知
っ
て
い
る
」
が
78

％
、「
知
ら
な
か
っ
た
」
は
22

％
で
あ
っ
た
。

　
ま
た
、「
利
用
目
的
」
を
配

布
や
院
内
掲
示
等
で
通
知
し
た

か
は
、「
既
に
通
知
し
た
」
が

19
％
、「
こ
れ
か
ら
通
知
す
る
」

が
50
％
と
約
7
割
が
対
応
し
て

お
り
、「
通
知
し
な
い
（
取
得

し
な
い
）」
は
22
％
で
あ
っ

た
。（
図
4
）

が
必
要
で
な
く
な
っ
た
場
合

や
、
所
管
法
令
に
お
い
て
定
め

ら
れ
て
い
る
保
存
期
間
（
例
：

税
関
係
は
7
年
）
を
経
過
し
た

場
合
に
は
、
細
か
く
裁
断
す
る

な
ど
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
書
い
て

あ
る
書
類
を
廃
棄
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
パ
ソ
コ
ン
に
入
っ

て
い
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
も
削
除

が
必
要
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て

は
、「
知
っ
て
い
る
」
が
50

％
、「
知
ら
な
か
っ
た
」
は
47

％
で
あ
っ
た
。

　
ま
た
、
こ
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

業
務
の
一
連
の
流
れ
を
自
院
で

確
認
（
決
定
）
し
て
い
る
か
の

問
い
に
は
、「
既
に
確
認
（
決

定
）
し
て
い
る
」
が
14
％
、

「
こ
れ
か
ら
確
認
（
決
定
）
す

る
」
が
58
％
、「
対
応
し
な
い
」

は
17
％
で
あ
っ
た
（
図
7
）。

「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
」
の
取
得
・

保
管
・
廃
棄
等
に
お
い
て
は
、

い
つ
、
ど
う
し
た
か
を
常
に
記

録
と
し
て
残
す
こ
と
が
大
切
で

あ
る
。

「
取
扱
い
事
務
担
当
者
」

7
割
が
決
定

　
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
」
を
取
り

扱
う
事
務
担
当
者
に
つ
い
て

は
、「
既
に
決
め
て
い
る
」
が

39
％
、「
税
理
士
等
に
任
せ
る
」

が
31
％
と
7
割
が
担
当
者
を
決

定
。「
こ
れ
か
ら
決
め
る
」
は

19
％
で
あ
っ
た
。（
図
5
）

〝
本
人
確
認
〞の
必
要
性

「
知
ら
な
い
」約
4
割

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
従
業
員
か

ら
取
得
す
る
際
に
は
、
個
人
番

号
の
確
認
と
身
元
確
認
が
必
要

で
、
そ
の
本
人
確
認
に
お
い
て

は
、
①
顔
写
真
の
付
い
て
い
る

「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」（
任
意
の

申
請
に
よ
り
2
0
1
6
年
1
月

以
降
、
各
市
町
村
に
て
配
布
）

か
、
②
「
通
知
カ
ー
ド
も
し
く

は
番
号
付
き
住
民
票
」
と
「
運

転
免
許
証
も
し
く
は
パ
ス
ポ
ー

ト
」
な
ど
で
確
認
を
行
う
必
要

情
報
等
の
管
理
に
お
け
る
安
全

管
理
措
置
に
つ
い
て
は
、「
知
っ

て
い
る
」
が
72
％
、「
知
ら
な

か
っ
た
」
は
25
％
で
あ
っ
た
。

　
ま
た
、
そ
の
準
備
を
し
て
い

る
か
た
ず
ね
た
と
こ
ろ
、「
既

に
準
備
し
て
い
る
」
が
31
％
、

「
こ
れ
か
ら
準
備
す
る
」
が
47

％
、「
準
備
し
な
い
（
取
得
し

な
い
）」
は
14
％
で
あ
っ
た
。

（
図
6
）

〝
廃
棄
〞の
必
要
性

「
知
ら
な
い
」が
約
半
数

　
従
業
員
の
退
職
や
契
約
の
終

了
な
ど
で
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
」

が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

「
知
っ
て
い
る
」
が
58
％
、「
知

ら
な
か
っ
た
」
は
39
％
で
あ
っ

た
。

〝
安
全
管
理
措
置
〞

「
知
ら
な
い
」
2
割
以
上

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
記
載
さ
れ

た
書
類
は
、
鍵
が
か
か
る
棚
や

引
き
出
し
に
大
切
に
保
管
し
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
を
パ
ソ
コ
ン
で
保
管
す
る

場
合
は
、
ウ
ィ
ル
ス
対
策
ソ
フ

ト
を
最
新
版
に
更
新
す
る
な
ど

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
が
必
要
と

な
る
が
、
こ
れ
ら
の
特
定
個
人

　2007年に改正医療法が施行された後、医療法人の設
立数は鈍化しましたが、近年、法人化する医療機関が増
えてきました。今講習会では、最近の医療法人の設立状
況とその目的、法人税および所得税・相続税の税制改正
による影響、法人への変更のメリット・デメリット・タ
イミングなどを講習し、今後の医療法人制度のあり方に
ついて検証します。

日　時 ３月31日（木）午後２時～
場　所 京都府保険医協会・ルームＡ～Ｃ
内　容 「今後の医療法人制度のあり方」
 ひろせ税理士法人　花山 和士 税理士
協　賛 有限会社アミス

医 療 法 人 講 習 会

参加費
無料

（要申込）

2 0 1 6 年 (平成 2 8 年) 2 月 5 日 第 2 9 5 5 号京 都 保 険 医 新 聞( 5 ) 毎月 5日･20日･25日発行

代議員月例
アンケート91

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
つ
い
て

対
象
者
＝
代
議
員
91
人
、
回
答
数
36
（
回
答
率
40
％
）

調
査
期
間
＝
2
0
1
5
年
11
月
16
日
〜
30
日

0 20 40 60 80 100％

無回答
5.6％

その他（自分で資料収集）2.8％

これから考える16.7％
全く何もして
いない22.2％

担当税理士等から説明を受け、
セミナーや講習会にも参加した8.3％

セミナーや講習会に
参加した11.1％

担当税理士等から説明を受けた33.3％

図１ 担当税理士等からの説明、
　　 関連セミナー・講習会への参加状況

0 20 40 60 80 100％

無回答
2.8％

制度自体に納得が
いかないので対応しない2.8％

検討中である19.4％

税理士等に委託できる部分は
委託する52.8％

税理士等に
全て委託する13.9％

自院で全て対応する8.3％

図２ 「マイナンバー制度」への医療機関での対応

0 20 40 60 80 100%

無回答5.6％これから知らせる22.2％
知らせていない33.3％事前に知らせた38.9％

図３ 従業員への基本的な事項の通知
（対応しないことの通知含む）

0 20 40 60 80 100％

無回答8.3％通知しない（取得しない）22.2％
これから通知する50.0％

既に通知した19.4％

図４ 配布や院内掲示等による「利用目的」の通知

0 20 40 60 80 100％

無回答2.8％
決めない（取得しない）8.3％

税理士等に任せる30.6％
これから決める19.4％

既に決めている38.9％

図５ 「取り扱い事務担当者」の決定

0 20 40 60 80 100％

無回答8.3％準備しない（取得しない）13.9％
これから準備する47.2％

既に準備している30.6％

図６ 安全管理措置の準備をしているか

0 20 40 60 80 100％

無回答11.1％対応しない16.7％
これから確認 (決定 )する58.3％

既に確認（決定）している13.9％

図７ マイナンバー業務の一連の流れを
　　 自院で確認（決定）しているか

0 20 40 60 80 100％

無回答2.8％

どちらともいえない38.9％反対47.2％

賛成11.1％

図８ 医療分野への「マイナンバー」の利用拡大について



第１　はじめに

　御存知のとおり、平成26年６月18日に改正医療法が
成立し、平成27年10月１日から同法が施行されまし
た。
　同改正により、医療事故調査制度が始まりました。
　そこで、医療事故調査制度について少し述べようと
思います。

第２　医療事故調査制度の制度内容

１　改正医療法について
 （１ ）まず、改正医療法は、医療事故を次のように定

義しました。
　「医療事故（当該病院等に勤務する医療従事者
が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われ
る死亡又は死産であつて、当該管理者が当該死亡
又は死産を予期しなかつたものとして厚生労働省
令で定めるものをいう。以下この章において同
じ。）」（改正医療法６条の10）
　このことからすれば、医療事故調査制度におい
ては、「医療事故」、すなわち死亡又は死産を予期し
なかったかどうかが重要になるということです。

 （２ ）では、死亡又は死産を予期しなかったかどうか
はどのように判断されるのでしょうか。
　これについては、法律の中には書かれておら
ず、医療法施行規則に書かれています。
　すなわち、医療法施行規則１条の10の２は、
　「当該死亡又は死産が予期されていなかったも
のとして、以下の事項のいずれにも該当しないと
管理者が認めたもの
一　管理者が、当該医療の提供前に、医療従事者
等により、当該患者等に対して、当該死亡又は
死産が予期されていることを説明していたと認
めたもの
二　管理者が、当該医療の提供前に、医療従事者
等により、当該死亡又は死産が予期されている
ことを診療録その他の文書等に記録していたと
認めたもの
三　管理者が、当該医療の提供に係る医療従事者
等からの事情の聴取及び、医療の安全管理のた
めの委員会（当該委員会を開催している場合に
限る。）からの意見の聴取を行った上で、「当該
医療の提供前に、当該医療の提供に係る医療従
事者等により、当該死亡又は死産が予期されて
いると認めたもの」 と定めています。
　まず医療事故に該当するかどうかを判断する
者が管理者であることは重要です。遺族ではあ

りません。管理者の権限によって判断できます。
　上記の三つを簡単に言えば、①診療行為の前
にリスクを説明しているかどうか②説明してい
なくても診療録から読み取れるか③診療録から
読み取れなくても、医師や看護師が死亡の危険
性を認識していたか　ということです。
　但し、厚労省からの通知では、①及び②につ
いては、一般的抽象的な危険性ではなく、当該
患者の具体的危険性であることが必要だとされ
ており、③については、具体的な例として、救
急搬送されてきたケース等が挙げられています。
　そのため、施行規則のみを読むと医療事故に
該当しないケースが多くありそうにも思えます
が、厚労省としては、実際に③に該当すると判
断しても良いケースは少ないと考えているよう
です。

 （３）今後の留意点
　医療機関としてはまず覚えておかなければいけ
ないことは、医療事故該当性の判断を行うのが管
理者であるという点です。
　極端な話でいえば、管理者が「医療事故」でな
いと判断すれば、全ての事故について医療事故調
査・支援センターに報告する義務はないというこ
とになります。
　もっとも、上記で述べたように、③について
は、厳格に判断される可能性があり、報告義務が
あると判断される可能性がないとはいえません。
　したがって、医療機関としては、これまでより
も、詳細な同意書を用意し、併せて診療録にどの
ようなことを説明したのかをなるべく詳細に記載
するべきです。

２　医療事故調査制度の現在及び今後
 （１）医療事故調査制度の現在

　医療事故調査制度が開始してから３カ月が経っ
た12月末現在で、医療事故調査・支援センターに
報告されている例は累計81件です。
　実際に報告したと私が聞いたケースは、いわゆ
る突然死とされるケースでした。
　現在、数字がどの程度まで増えているのかは分
かりませんが、多くのケースは、上記のような
ケースかもしれません。

 （２）医療事故調査制度の今後
ア　院内事故調査の結果は、医療事故調査・支援セ
ンターに報告しなければならないとされています
（改正医療法６条の11第４項）。
　　他方、遺族に対しては、口頭（説明内容をカルテ
に記載）または書面（報告書又は説明用の資料）
もしくはその双方の適切な方法により行うとされ

ており（厚労省通知）、院内事故調査結果報告書
自体を提供することまでは求められていません。
　　もっとも、医療事故調査・支援センターへ報告
書を提出する以上は、当該報告書が裁判所の発す
る文書提出命令により、明らかにされる可能性も
否定できません。
イ　また、一般社団法人　日本医療安全調査機構
（医療事故調査・支援センター）は、本調査制度
が医療安全・再発防止を主目的にしており、個人
への責任追及を目的としているわけではない旨、
説明しています。
　　しかしながら、医療従事者をいくら匿名にした
ところで、また医療安全・再発防止を目的とした
ところで、医療機関が作成した報告書が裁判で責
任追及に用いられることはまず間違いありません。
　　今後、実際に作成された報告書を元に訴訟が提
起されることは十分に予想されます。

第３　医療機関の今後の対応方法

１　以上述べたとおりですが、医療事故調査制度はま
だ始まって４カ月ほどしか経っておらず、今後どの
ような展開になるかが分かりません。
　　裁判所が、同制度に基づいて作成された医療事故
報告書をどのように評価するか等も不透明です。
　　したがって、医療機関においては、事前予防策と
して、同意書および診療録の詳述化を心がけていた
だき、「医療事故」に該当すると判断した際でも、
責任追及ではなく、再発防止に主眼をおいた医療事
故報告書を作成していただくよう心がけていただき
たいと思います。
２　また、私の経験上、医師としての良心から「あの
時ああすれば良かったな」と説明されることが多々
ありますが、このような判断は、法律上の過失（医
療水準に適合しない行為）とは別です。
　　医療訴訟における過失は、事故当時の医療水準に
基づいて判断されるものです。
　　医療水準を超えた「あの時ああすれば良かった
な」という議論をしていただくこと自体は、医学の
発展にとっても必要なことかと思いますが、医療事
故報告書等に記載される場合には、「医療水準とは
別であるが」等の留保をしていただいたうえで記載
していただきますよう注意していただければと思い
ます。

「医事紛争事例集－医師が選んだ55事例」がDVDになりました！
『医療安全を身につけるために－医療安全研修DVD　PartⅡ』

定　　　　価 ：10,000円（税込）・送料別
京都協会会員 ： 5,000円（税込）・送料別

　　　他府県協会会員：  7,000円（税込）・送料別

　京都府保険医協会は、今から半世紀以上も遡る1959年度（昭
和34年度）から医療安全対策に取り組んできた全国的にも珍し
い、長い歴史と経験を有しています。2015年度（平成27年度）
をもって、医療安全対策を開始して55年が経過しました。
　このＤＶＤは、それを記念して発行されたものです。是非と
も有効活用して、日常診療における「安全」と「安心」を一層
高めて頂ければ幸いです。

① 「医事紛争事例集－医師が選んだ55事例」（2014年９月発
行）に掲載されている55事例を全て網羅（内科・外科・脳
神経外科・整形外科・産婦人科・小児科・眼科・耳鼻咽喉
科・皮膚科・泌尿器科・麻酔科・精神科・歯科・施設事故）

② このＤＶＤを使用すれば、医療法で定められている医療安
全研修をより効率的に実施可能

③ 本屋さんでは手に入らないオリジナル（通販のアマゾンで
は購入可能）

【お申込み・お問い合わせは協会まで】

本DVDの特徴

医療事故調査制度との兼ね合い医療事故調査制度との兼ね合い

医師としての良心と法律上の過失との違い 京都中央法律事務所
弁護士　福山 勝紀
2007年に大学卒業。京都弁
護士会に2012年に登録。医
療協議会PT等に所属している。
協会医師賠償責任保険処理室
会・医療事故案件調査委員会
に参加し、数多くの会員医療
機関の裁判等で活躍している。

第 2 9 5 5 号 ( 6 )2 0 1 6 年 (平成 2 8 年) 2 月 5 日京 都 保 険 医 新 聞毎月 5日･20日･25日発行



　
Ｑ
、
特
定
医
療
費
（
指
定
難

病
：
法
別
54
）と
重
度
心
身
障

害
児
者
医
療
助
成
制
度
（
法
別

43
）
等
の
併
用
が
あ
る
場
合
、

自
己
負
担
上
限
額
管
理
票
の
記

載
は
ど
う
な
り
ま
す
か
？

　
Ａ
、
管
理
票
の
自
己
負
担
額

は
法
別
43
適
用
前
の
金
額
を

記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
患
者
さ

ん
が
特
定
医
療
費
以
外
に
認
定

（
50
歳
代
前
半
男
性
）

〈
事
故
の
概
要
と
経
過
〉

　
バ
イ
ク
に
乗
っ
て
い
て
交
通

事
故
に
遭
遇
し
、
救
急
外
来
で

受
診
し
た
。
外
科
医
師
が
診
察

を
行
い
、
レ
ン
ト
ゲ
ン
を
撮
っ

て
両
手
、
左
第
3
指
、
両
膝
打

撲
と
診
断
し
た
。
と
こ
ろ
が
、

痛
み
が
取
れ
な
い
た
め
、
半
月

後
に
再
来
院
し
て
脳
外
科
医
師

の
診
断
を
受
け
た
。
そ
の
結

果
、
整
形
外
科
専
門
医
を
受
診

す
る
よ
う
に
勧
め
ら
れ
、
患
者

は
別
の
医
療
機
関
を
受
診
し
、

「
左
第
2
、
3
、
4
指
末
節
骨

骨
折
、
左
第
3
指
伸
筋
腱
断

裂
」
と
診
断
さ
れ
手
術
を
受
け

た
。
患
者
は
そ
の
医
療
機
関

で
、
交
通
事
故
直
後
に
適
正
な

処
置
が
さ
れ
て
い
れ
ば
、
左
第

3
指
が
曲
が
っ
た
ま
ま
に
は
な

ら
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
の
意
見

を
言
わ
れ
た
と
の
こ
と
だ
っ
た
。

　
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
を
め
ぐ
っ
て
、

気
に
な
る
動
き
が
続
い
て
い
る
。

時
系
列
で
た
ど
っ
て
み
る
。

　
2
0
1
4
年
1
月
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
会

長
に
籾
井
勝
人
氏
が
選
出
さ
れ
、

「
政
府
が
右
と
言
っ
て
い
る
の
に

我
々
が
左
と
言
う
わ
け
に
は
い
か

な
い
」
な
ど
と
語
っ
た
。

　
14
年
11
月
の
衆
院
解
散
後
、
自

民
党
は
在
京
テ
レ
ビ
各
社
に
選
挙

報
道
の
公
平
中
立
な
ど
を
求
め
る

要
請
書
を
届
け
た
。
さ
ら
に
テ
レ

ビ
朝
日
に
は
「
報
道
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
」
の
放
送
内
容
に
問
題
が
あ
る

と
し
て
要
請
書
を
出
し
た
。

　
15
年
4
月
、
自
民
党
の
情
報
通

信
戦
略
調
査
会
が
テ
レ
ビ
朝
日
と

Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
幹
部
を
呼
び
、
個
別
番

組
の
問
題
に
つ
い
て
異
例
の
事
情

聴
取
を
し
た
。

　
15
年
6
月
、
自
民
党
の
若
手
議

員
勉
強
会
で
作
家
の
百
田
尚
樹
氏

が
「
沖
縄
の
二
つ
の
新
聞
社
は
つ

ぶ
さ
な
あ
か
ん
」
と
発
言
。
議
員

か
ら
「
マ
ス
コ
ミ
を
懲
ら
し
め
る

に
は
広
告
料
収
入
が
な
く
な
る
の

が
一
番
。
経
団
連
に
働
き
か
け
て

ほ
し
い
」
な
ど
の
意
見
が
出
た
。

　
Ｔ
Ｂ
Ｓ
「
Ｎ
Ｅ
Ｗ
Ｓ
23
」
で
岸

井
成
格
氏
が
安
保
法
案
に
反
対
の

コ
メ
ン
ト
を
し
た
こ
と
が
「
公
平

公
正
で
な
く
、
放
送
法
に
違
反
す

る
」
と
し
て
15
年
11
月
、
右
派
を

中
心
と
す
る
団
体
が
大
き
な
意
見

広
告
を
読
売
、
産
経
に
出
し
た
。

　
年
末
年
始
に
は
キ
ャ
ス
タ
ー
の

交
代
が
相
次
い
で
決
ま
っ
た
。
テ

レ
ビ
朝
日
「
報
道
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
」
の
古
舘
伊
知
郎
氏
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ

「
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
現
代
」
の
国

谷
裕
子
氏
が
、
い
ず
れ
も
3
月
末

で
降
板
す
る
。

　
報
道
統
制
の
欲
望
が
露
骨
に
出

た
ケ
ー
ス
も
あ
れ
ば
、
真
相
の
よ

く
わ
か
ら
な
い
人
事
も
あ
る
。

「
国
境
な
き
記
者
団
」
に
よ
る
世

界
報
道
の
自
由
度
ラ
ン
キ
ン
グ
で

15
年
、
日
本
は
61
位
ま
で
下
が
っ

た
（
最
高
は
10
年
の
11
位
）。

　
放
送
は
、
周
波
数
帯
に
限
り
の

あ
る
電
波
を
割
り
当
て
て
い
る
の

で
、
放
送
法
の
適
用
を
受
け
る
。

同
法
4
条
は
放
送
番
組
に
「
政
治

的
に
公
平
で
あ
る
」「
報
道
は
事

実
を
ま
げ
な
い
」「
意
見
が
対
立

し
て
い
る
問
題
は
で
き
る
だ
け
多

く
の
角
度
か
ら
論
点
を
明
ら
か
に

す
る
」
な
ど
を
求
め
て
い
る
。

　
た
だ
し
1
条
は
「
放
送
の
不
偏

不
党
、
真
実
及
び
自
律
を
保
障
す

る
こ
と
に
よ
つ
て
、
放
送
に
よ
る

表
現
の
自
由
を
確
保
す
る
」、
3

条
は
「
法
律
に
定
め
る
権
限
に
基

づ
く
場
合
で
な
け
れ
ば
、
何
人
か

ら
も
干
渉
さ
れ
、
又
は
規
律
さ
れ

る
こ
と
が
な
い
」
と
し
て
お
り
、

独
立
・
自
律
を
損
な
う
権
力
か
ら

の
圧
力
こ
そ
問
題
で
あ
る
。

　
新
聞
は
、
戦
前
と
違
っ
て
法
律

が
な
く
、
偏
っ
て
い
て
も
違
法
で

も
何
で
も
な
い
が
、
全
国
紙
は
論

調
の
二
極
化
が
進
み
、
社
説
だ
け

で
な
く
報
道
記
事
の
扱
い
や
内
容

に
も
影
響
し
て
い
る
。
こ
の
た
め

複
数
紙
を
併
読
し
な
い
と
世
の
中

の
情
勢
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

　
報
道
で
は
、
個
々
の
論
評
以
上

に
、「
こ
れ
が
問
題
だ
」
と
社
会

の
議
題
を
提
示
す
る
役
割
が
重
要

で
あ
る
。
隠
さ
れ
た
事
実
を
暴
く

ス
ク
ー
プ
や
独
自
の
調
査
報
道
も

含
ま
れ
る
。
肝
心
な
の
は
強
者
・

権
力
を
監
視
し
、
弱
者
・
虐
げ
ら

れ
る
者
を
助
け
る
こ
と
だ
。
社
会

を
動
か
す
意
欲
、
権
力
に
ひ
る
ま

な
い
気
骨
が
必
要
で
あ
る
。

　
現
実
に
は
、
幹
部
が
権
力
や
世

間
に
迎
合
す
る
、
権
力
側
の
物
の

見
方
を
す
る
、
社
員
は
幹
部
の
顔

色
を
う
か
が
う
、
自
主
規
制
す
る

と
い
っ
た
傾
向
が
強
ま
っ
た
。
企

業
内
で
あ
ら
が
う
の
は
容
易
で
は

な
い
。
記
者
・
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
の

横
断
的
組
織
は
乏
し
い
。
そ
れ
で

も
風
圧
に
耐
え
な
い
と
、
民
主
主

義
の
支
柱
が
折
れ
て
し
ま
う
。

報
道
の
気
骨
が
試
さ
れ
て
い
る

　
患
者
は
医
療
機
関
側
に
過
誤

が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
相
当

額
の
賠
償
を
し
て
ほ
し
い
と
要

求
し
て
き
た
。

　
医
療
機
関
側
と
し
て
は
初
診

時
に
「
何
か
あ
れ
ば
再
診
す
る

よ
う
に
」
と
説
明
を
行
っ
て
い

る
が
、
具
体
的
な
日
時
を
指
定

し
な
か
っ
た
こ
と
は
不
十
分
で

あ
っ
た
と
し
て
反
省
し
た
。
ま

た
、
当
該
医
療
機
関
の
整
形
外

科
医
師
に
よ
る
と
、
フ
ィ
ル
ム

か
ら
骨
折
は
確
認
で
き
る
と
の

こ
と
だ
っ
た
の
で
、
骨
折
の
見

落
と
し
も
事
実
と
認
識
し
た
。

　
2
0
1
6
年
1
月
20
日
付
け

で
、
15
年
1
月
1
日
か
ら
12
月

31
日
ま
で
の
間
、
休
業
補
償
制

度
・
所
得
補
償
保
険
の
保
険
金

請
求
を
さ
れ
な
か
っ
た
ご
加
入

者
に
「
無
事
故
戻
し
返
戻
金
」

を
送
金
し
ま
し
た
。

　
2
0
1
6
年
1
月
1
日
で
休

業
補
償
制
度
が
自
動
更
新
し
ま

し
た
。

関
係
が
あ
る
か
疑
問
が
呈
さ
れ

た
。
上
述
し
た
よ
う
に
、
仮
に

医
療
過
誤
が
認
め
ら
れ
た
と
し

て
も
、
そ
の
損
害
が
な
け
れ
ば

賠
償
責
任
ま
で
は
負
う
義
務
が

基
本
的
に
は
な
く
な
る
の
で
、

患
者
側
に
そ
の
旨
を
十
分
に
説

明
し
て
、
理
解
を
求
め
る
努
力

が
医
療
機
関
側
に
必
要
と
な
る

だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
患
者
側
が

医
療
費
や
休
業
損
害
等
、
い
わ

ゆ
る
実
損
部
分
に
つ
い
て
は
要

求
せ
ず
、
精
神
的
苦
痛
を
受
け

た
と
し
て
慰
謝
料
を
請
求
し
て

き
た
と
き
は
、
問
題
が
複
雑
に

な
る
こ
と
も
あ
る
。

〈
顛
末
〉

　
医
療
機
関
は
賠
償
責
任
が
な

い
こ
と
を
患
者
側
に
伝
え
た
と

こ
ろ
、
患
者
の
要
求
が
途
絶
え

て
久
し
く
な
っ
た
た
め
、
立
ち

消
え
解
決
と
み
な
さ
れ
た
。

休
業
補
償
制
度

　
あ
わ
せ
て
、
送
金
案
内
を
お

送
り
し
ま
し
た
の
で
、
ご
確
認

下
さ
い
。

　
な
お
、「
無
事
故
戻
し
返
戻

金
」の
一
部
を
、年
払
い
の
団
体

傷
害
保
険
の
保
険
料
と
し
て
ご

加
入
い
た
だ
い
て
い
る
加
入
者

の
方
に
は
、
保
険
料
を
差
し
引

い
た
金
額
を
送
金
し
て
お
り
ま

す
。ご
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

を
受
け
て
い
る
公
費
負
担
医
療

制
度
等
（
特
定
医
療
費
が
優
先

と
な
る
も
の
）
に
よ
っ
て
軽
減

さ
れ
た
結
果
の
自
己
負
担
額

は
、
こ
の
管
理
票
に
は
記
載
し

ま
せ
ん
。
ご
質
問
の
ケ
ー
ス
の

場
合
、
法
別
54
と
43
の
併
用

に
よ
っ
て
、
窓
口
で
の
患
者
負

担
が
0
円
と
な
っ
て
も
、
43
を

適
用
す
る
前
の
、
自
己
負
担
額

を
記
載
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。 

　
保
険
期
間
は
16
年
1
月
1
日

か
ら
17
年
1
月
1
日
で
す
。
ご

年
齢
に
よ
り
保
険
料
の
変
更
と

な
る
方
は
、
15
年
12
月
引
落
し

（
1
月
保
険
料
）
よ
り
変
更
と

な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
ご
確
認

下
さ
い
。

た
だ
し
腱
断
裂
に
関
し
て
は
特

別
な
処
置
は
施
さ
な
い
の
が
通

常
と
の
認
識
を
持
っ
て
い
た
。

　
紛
争
発
生
か
ら
解
決
ま
で
約

3
年
10
カ
月
間
要
し
た
。

〈
問
題
点
〉

　
仮
に
医
療
過
誤
が
部
分
的
に

で
も
認
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、

勤
務
も
通
常
通
り
で
休
業
損
害

も
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
更

に
、
左
第
3
指
が
曲
が
っ
た
ま

ま
で
あ
る
こ
と
も
、
交
通
事
故

に
起
因
す
る
も
の
で
あ
り
、
患

者
の
受
け
た
医
療
と
は
関
係
が

な
い
と
判
断
さ
れ
た
。
し
た

が
っ
て
過
誤
と
損
害
と
の
因
果

賠
償
金
を
支
払
う
・
支
払
わ
な
い

賠
償
責
任
の
判
断
の
難
し
さ

特
定
医
療
費
と
重
度
心
身
障
害
児
者
医
療
助
成

制
度
等
の
併
用
に
つ
い
て

読売新聞大阪本社編集委員　原　昌平

　
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
を
め
ぐ
っ
て
、 の

56

金
融
共
済
委
員
会

（
1
／
20
）の
開
催
状
況

　
各
地
区
か
ら
選
出
の
委
員
に

よ
り
、
共
済
制
度
の
健
全
・
安

定
運
営
を
行
っ
て
い
ま
す
。

①
休
補
運
営
分
科
会

　
給
付
1
件
、
加
入
1
件
を
審

査
し
全
件
可
決
し
ま
し
た
。

②
融
資
諮
問
分
科
会

　
融
資
斡
旋
4
件
を
決
定
し
ま

し
た
。

「
無
事
故
戻
し
返
戻
金
」

送
金
と
案
内
送
付
に
つ
い
て

2
0
1
6
年
1
月
1
日

で
自
動
更
新
し
ま
し
た

お子様のケガ・病気、自転車事故の備えに

 1

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
保険期間   ：平成２８年４月１日午後４時～平成２９年４月１日午後 4 時 

 
お申込締切日 ：平成２８年３月４日（金） （加入申込票がご提出先に到着する日） 
 
ご提出先   ：京都府保険医協会 「加入申込票」に必要事項を記入のうえ、返信用封筒にて 

ご提出ください。   
保険料払込方法：別途お送りする振込用紙にて、お振込みください。 

 

○急増する自転車事故に備えて、自転車事故のみにケガの補償 
 を絞ったプラン（自転車プラン）をご用意しております。 
○学生・こどもプランと自転車プランを組み合わせることで、 
自転車事故に対する補償を厚くします。  

○扶養者の方に万一の事故があった場合の育英費用を補償します。 

○学生・こどもプランでは、学校生活など日常生活中のケガから、旅行・ 

スポーツなどのレジャー中のケガまで、幅広い補償をご提供します。 

・日常生活における賠償責任も補償します。 ・病気により入院、手術、退院後通院された場合を補償するセットを用意

しています。（C セット、D セット） 

  

割引適用 

 京都府保険医協会会�の�さま� �育総合補償��のご�� 《学生・こども総合保険》  保険期間：平成２８年４月１日午後４時～平成２９年４月１日午後４時 

この契約は団体契約で２�％の団体割引が適用されます。
※保険金額はご加入いただいた被保険者の人数に従った割引率で決定されますので、募集の結果２ページ～

３ページと異なる保険金額に変更される場合があります。この場合、死亡・後遺障害保険金額を割引率に

応じた金額とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。 

 

 

充実した補償 
 

自転車プランをご用意 急増する自転車事故に備えて 

教育総合補償制度（こども総合保険）
＊保険期間は４月１日より１年間。期間途中での加入も可能。
＊ ケガ補償コース、ケガ＋病気補償コースの学生・こどもプランで
は、学校生活など日常生活中のケガから、旅行・スポーツなどの
レジャー中のケガまで、幅広い補償を提供。日常生活における賠
償責任も補償します！

＊ 学生・こどもプランに、自転車事故のみにケガの補償を
絞った自転車プランをセットでき、自転車事故に対する補
償を厚くできます。

※ 詳しくは、本号に同封の「教育総合補償
制度のご案内」パンフレットをご覧下さ
い。皆さまのご加入をお待ちしております。

1

保険期間   ：平成２８年４月１日午後４時～平成２９年４月１日午後 4 時 
お申込締切日 ：平成２８年３月４日（金） （加入申込票がご提出先に到着する日） ご提出先   ：京都府保険医協会 「加入申込票」に必要事項を記入のうえ、返信用封筒にて 

ご提出ください。   
保険料払込方法：別途お送りする振込用紙にて、お振込みください。 

団体割引20％

「電力自由化について
 考えよう!」

京都府保険医協会・ルームA～C
講 師　朴 勝俊氏（関西学院大学教授）

ぜひご参加ください!!

3月12日（土）午後１時30分～ ※雨天決行
円山公園（メイン集会：円山野外音楽堂）
午後３時よりデモ出発（円山公園～京都市役所まで）
スピーカー
　秋山 豊寛氏、朴 勝俊氏　ほか
ライブ
　リクオ＆中川 敬（SOUL FLOWER UNION）
主 催　バイバイ原発きょうと実行委員会

バイバイ原発 ３・12きょうと

3月12日（土）午後５時30分～

関連企画講演会

2 0 1 6 年 (平成 2 8 年) 2 月 5 日 第 2 9 5 5 号京 都 保 険 医 新 聞( 7 ) 毎月 5日･20日･25日発行

医
師
が
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ん
だ
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「
伊
藤
若
冲
の
魅
力
」を
聴
い
て

 

田
代
　
博
（
右
京
）

　
協
会
は
12
月
12
日
に
、
京
都
嵯
峨
芸
術
大
学
教
授
の
佐
々
木
正
子
氏
を
講
師
に
「
伊
藤
若

冲
の
魅
力
」
と
題
し
た
文
化
講
座
を
開
催
。
32
人
が
参
加
し
た
。
2
0
1
6
年
は
若
冲
生
誕

3
0
0
年
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
佐
々
木
氏
は
若
冲
の
生
涯
を
追
い
な
が
ら
作
品
の
特
徴
な

ど
を
解
説
し
た
。
以
下
、
参
加
記
を
掲
載
す
る
。

　
私
は
小
学
校
で
版
画
を
習
っ

て
以
来
、
年
賀
状
は
干
支
に
関

連
す
る
版
画
を
出
し
て
き
ま
し

た
。
1
9
9
2
年
、
画
集
を
見

て
い
て
1
枚
の
絵
に
目
が
と
ま

り
ま
し
た
。
伊
藤
若
冲
の
群
鶏

図
で
す
。
江
戸
時
代
に
こ
ん
な

に
い
ろ
い
ろ
鶏
が
い
た
の
か
、

と
同
時
に
す
ご
い
絵
だ
と
感
じ

ま
し
た
。
そ
れ
以
来
、
若
冲
の

こ
と
は
気
に
し
て
い
ま
し
た

が
、
近
年
い
ろ
い
ろ
な
展
示
会

が
開
か
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。

　
今
回
、
保
険
医
協
会
で
「
伊

藤
若
冲
の
魅
力
」
と
題
す
る
文

化
講
座
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

講
師
は
、
京
都
嵯
峨
芸
術
大
学

の
佐
々
木
正
子
先
生
。
東
京
芸

術
大
学
で
日
本
画
を
専
攻
さ
れ
、
卒
後
は
描
法
解
析
を
取
り

入
れ
た
日
本
芸
術
史
を
研
究
さ

れ
て
い
ま
す
。
夫
君
丞
平
氏
は

京
都
国
立
博
物
館
館
長
で
、
や

は
り
美
術
史
研
究
家
と
い
う
こ

と
で
共
同
の
展
示
会
が
で
き
そ

う
、
と
の
こ
と
で
し
た
。

　
日
本
画
の
特
徴
は
、
削
ぎ
落

と
し
て
余
白
を
残
す
こ
と
で
す

が
、
若
冲
の
絵
は
中
国
風
で
、

な
ん
で
も
書
き
込
ん
で
い
く
も

の
で
す
。
狩
野
派
を
も
と
に
、

長
崎
を
通
じ
て
西
洋
の
技
法
、

明
の
技
法
を
習
得
し
、
万
福
寺

の
僧
鶴
亭
、
相
国
寺
の
大
典
和

尚
の
教
え
を
受
け
ま
し
た
。
仏

教
寺
院
は
中
国
に
通
じ
る
国
際

的
文
化
セ
ン
タ
ー
で
あ
り
、
相

国
寺
で
は
水
墨
画
、
万
福
寺
で

は
漢
詩
・
書
を
修
業
し
た
そ
う

で
す
。

　
若
冲
は
禅
の
基
本
を
「
山
川

草
木
、
こ
れ
総
て
霊
あ
り
」
と

し
て
全
て
の
生
き
物
の
生
の
輝

き
を
描
こ
う
と
し
ま
し
た
。
奇

想
派
と
言
わ
れ
、
墨
線
に
よ
る

輪
郭
を
入
れ
な
い
描
法
の
他
、

韓
国
の
紙
織
画
風
の
升
目
描

き
、
点
描
、
光
に
よ
っ
て
変
化

す
る
影
を
描
き
、
絹
に
補
色
を

利
用
し
て
裏
彩
色
す
る
な
ど
の

工
夫
を
こ
ら
し
て
い
ま
す
。
作

品
の
多
く
は
寺
院
に
寄
進
さ

れ
、
明
治
の
廃
仏
毀
釈
の
際
は

相
国
寺
を
救
う
と
い
う
役
割
を

果
た
し
ま
し
た
。

　
一
時
期
忘
れ
ら
れ
て
い
ま
し

た
が
、
約
50
年
前
、
ア
メ
リ
カ

人
ジ
ョ
ー
・
プ
ラ
イ
ス
氏
が
収

集
を
始
め
、
若
冲
作
品
の
復
活

に
尽
く
し
た
結
果
、
こ
の
素
晴

ら
し
い
作
品
を
私
た
ち
も
見
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た

の
で
す
。
2
0
1
6
年
は
若
冲

生
誕
3
0
0
年
で
、
各
地
で
展

示
会
が
開
催
さ
れ
ま
す
。

　
是
非
と
も
作
品
を
楽
し
ん
で

下
さ
い
。

異
国
風
描
写
が
特
徴
の
伊
藤
若
冲
に
魅
せ
ら
れ
て

生
命
の
輝
き
め
く
る
め
く
色
彩
で
表
現

　
難
病
法
に
係
る
特
定
医
療
費

助
成
制
度（
法
別
54
）の
受
給

者
証
に
は
、
本
人
の
所
得
に
関

わ
る
「
適
用
区
分
」
欄
が
あ

る
。
高
額
療
養
費
の
算
定
基
準

額
の
判
定
に
用
い
る
た
め
、
そ

適用区分空欄の取扱い
３月診療分まで延長

京 都 府
難病医療

の
記
載
事
項
に
基
づ
い
て
診
療

報
酬
明
細
書
の
特
記
事
項
欄
へ

の
記
載
が
必
要
と
さ
れ
て
い

る
。
た
だ
し
、
保
険
者
か
ら
の

所
得
に
関
わ
る
情
報
提
供
に
時

間
が
か
か
る
等
の
事
情
を
勘
案

し
て
、
①
適
応
区
分
が
空
欄
の

ま
ま
受
給
者
証
を
発
行
し
て
も

差
し
支
え
な
い
と
さ
れ
、
そ
の

場
合
②
高
額
療
養
費
の
算
定
基

準
額
は
一
律
に
、
70
歳
未
満
の

も
の
は
「
区
分
ウ
」、
70
歳
以

上
の
も
の
は
「
一
般
」
と
し
て

取
扱
う
と
さ
れ
て
い
た
。
加
え

て
、
③
適
用
区
分
が
空
欄
の
場

合
は
診
療
報
酬
明
細
書
の
特
記

事
項
欄
へ
の
記
載
を
し
な
い
と

い
う
取
扱
い
で
あ
っ
た
が
、
そ

れ
が
2
0
1
5
年
12
月
診
療
分

（
16
年
1
月
請
求
分
）
で
終
了

し
て
い
た
（
②
、
③
に
つ
い
て

は
、
限
度
額
適
用
認
定
証
ま
た

は
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額

適
用
認
定
証
の
提
示
が
あ
る
場

合
、
お
よ
び
70
歳
以
上
の
現
役

並
み
所
得
者
＝
3
割
負
担
の
者

を
除
く
）。

　
し
か
し
な
が
ら
、
16
年
1
月

以
降
に
お
い
て
も
「
適
用
区

分
」
欄
が
空
欄
の
ま
ま
の
受
給

者
証
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、

京
都
府
は
15
年
12
月
で
終
了
し

た
上
記
取
扱
い
を
16
年
3
月
診

療
分
（
4
月
請
求
分
）
ま
で
延

長
す
る
こ
と
を
決
定
し
、
1
月

27
日
付
け
で
関
係
機
関
な
ら
び

に
指
定
医
療
機
関
宛
に
文
書
で

通
知
し
た
。

　
府
担
当
課
は
、
延
長
し
た
3

月
末
ま
で
に
す
べ
て
の
受
給
者

証
の
「
適
応
区
分
」
欄
に
記
載

を
完
了
さ
せ
る
こ
と
を
予
定
し

て
い
る
。

い
ま
、
戦
争
の
兆
し
に

心
い
た
む
美
術
家
た
ち

が
語
り
か
け
る
展
覧
会

　
日
　
時　
2
月
9
日
（
火
）

〜
14
日
（
日
）
12
時
〜
19
時

（
最
終
日
は
17
時
ま
で
）

　
会
　
場　
ギ
ャ
ラ
リ
ー
マ
ロ

ニ
エ
5
Ｆ
（
京
都
市
中
京
区
河

原
町
通
四
条
上
る
塩
屋
町
3
3

2 
☎
0
7
5
･
2
2
1
･
0

1
1
7
）

　
※
2
月
9
日
（
火
）
17
時
か

ら
会
場
に
て
、
さ
さ
や
か
な

「
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
交
流
会
」を
開

催
。お
気
軽
に
ご
参
加
下
さ
い
。

　
主
　
催　
展
覧
会
実
行
委
員

会

の
記
憶
が
薄
れ
て
き
た
頃
の
田

舎
の
経
済
が
そ
こ
に
あ
っ
た
。

〈
黄
檗
　
5
年
目
の
冬
〉

　
玄
関
の
戸
が
控
え
め
に
引
か

れ
、
労
務
服
を
着
た
三
人
の
男

が
部
屋
へ
入
っ
て
き
た
。
ぎ
こ

ち
な
い
動
作
、
聞
き
取
り
に
く

い
言
葉
、
病
歴
を
聞
く
の
に
ひ

の
記
憶
が
よ
み
が
え
っ
て
い
た
。

〈
学
問
に
情
け
あ
り
〉

　
労
災
と
認
め
ら
れ
る
確
実
な

根
拠
が
い
る
。
初
め
て
の
認
定

で
負
け
る
わ
け
に
は
い
か
な

い
。
は
た
ら
く
も
の
の
い
の
ち

が
か
か
る
。
攻
め
込
ん
で
初
戦

に
勝
つ
こ
と
が
必
須
だ
っ
た
。

脳
循
環
測
定
、
蛍
光
眼
底
検

査
、
神
経
学
的
所
見
…
専
門
家

の
プ
ラ
イ
ド
が
労
働
者
の
思
い

と
交
錯
し
た
。
専
門
家
は
立
場

を
問
わ
れ
、
労
働
者
は
尊
厳
を

懸
け
る
。
科
学
や
技
術
が
よ
う

や
く
は
た
ら
く
も
の
た
ち
へ
微

笑
み
を
向
け
る
。

吉中 丈志（中京西部）

見つめ直そうつめ直そう

30

ど
く
時
間
が
か
か
る
。
自
身
の

不
自
由
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
不

釣
り
合
い
な
笑
顔
が
あ
っ
た
。

空
虚
な
表
情
が
部
屋
を
満
た
し

た
。
み
ん
な
40
代
、
年
齢
を
聞

い
て
無
言
で
驚
い
た
。
帰
り

道
、
幼
い
頃
に
見
た
労
務
者
の

顔
を
覆
っ
て
い
た
白
い
手
拭
い

は
、
戦
争
に
手
を
貸
し
、
は
た

ら
く
も
の
を
苦
し
め
、
患
者
の

い
の
ち
を
奪
っ
た
と
い
う
歴
史

が
一
方
で
あ
る
。
た
た
か
う
こ

と
に
よ
っ
て
の
み
、
人
が
寄
せ

る
想
い
に
医
学
は

よ
う
や
く
こ
た
え

る
こ
と
が
で
き
る

の
だ
。
は
た
ら
く

も
の
の
医
療
と
健

康
を
め
ざ
せ
！　

今
、
私
は
幼
か
っ

た
日
に
見
た
あ
の

労
務
者
の
顔
を
お

お
っ
た
白
い
手
拭

い
を
と
り
、
涙
を

流
す
勇
気
を
も
つ
。

◇　
　
◇

　
2
0
0
5
年
1

月
に
ユ
ニ
チ
カ
労

働
者
だ
っ
た
父
を

　
医
師
に
な
っ
て
20
年
が
経
っ

て
い
た
。
そ
の
頃
私
は
次
の
よ

う
に
書
い
た
。

〈
幼
い
記
憶
〉

　
暑
い
頃
だ
っ
た
。
ト
ロ
ッ
コ

の
レ
ー
ル
を
ま
た
い
で
横
た
わ

る
労
務
者
の
作
業
着
、
顔
に
は

手
拭
い
が
か
け
ら
れ
て
い
た
。

沈
黙
の
現
場
で
そ
の
白
さ
だ
け

が
浮
き
上
が
っ
て
い
た
。
ど
こ

の
家
の
父
親
な
の
だ
ろ
う
？　

明
日
か
ら
ど
う
や
っ
て
暮
ら
し

て
い
く
の
か
？　
私
は
乗
せ
ら

れ
て
い
た
自
転
車
の
荷
台
を
強

く
後
ろ
へ
引
っ
張
っ
た
。
恐
ろ

し
く
て
逃
げ
出
し
た
い
現
実
が

目
の
前
に
あ
っ
た
。
労
働
者
は

い
つ
も
布
団
の
上
で
死
ぬ
と
は

限
ら
な
い
。
こ
の
出
来
事
は
、

そ
の
後
永
く
私
の
脳
裏
を
離
れ

る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
進
駐
軍

持
つ
学
校
の
先
生
の
投
稿
（
学

校
体
育
研
究
同
志
会
大
阪
支
部

の
健
康
教
育
掲
示
板
）
が
目
に

と
ま
っ
た
。
被
災
者
の
娘
さ
ん

と
幼
い
頃
友
達
だ
っ
た
。「
誰

〈
20
年
目
の
決
意
〉

　
京
都
地
裁
の
大
法
廷
は
歴
史

的
建
造
物
だ
。
私
は
医
師
と
し

て
の
歩
み
の
す
べ
て
を
か
け
て

証
言
し
た
。
真
実
は
被
災
者
に

あ
り
、
ユ
ニ
チ
カ
の
医
学
的
代

弁
者
の
手
に
は
な
い
。
患
者
と

家
族
は
た
た
か
っ
た
で
は
な
い

か
。
第
一
に
、

病
気
と
た
た

か
っ
た
。
第
二

に
、
医
療
を
受

け
る
た
め
に
た

た
か
っ
た
。
第
三
に
、
病
気
の

発
生
源
と
た
た
か
っ
た
。
藤
田

さ
ん
は
途
上
で
亡
く
な
っ
た
。

中
村
さ
ん
、
福
垣
さ
ん
は
寝
た

き
り
に
な
っ
た
。
裕
谷
さ
ん
も

永
富
さ
ん
も
症
状
が
悪
化
し

た
。
犠
牲
を
払
っ
た
。
治
せ
な

い
悔
し
さ
が
あ
っ
た
。
医
学
に

い
の
ち
の
証
言

当
時
の
京
都
地
方
裁
判
所

か
が
誰
か
を
支
え
る
の
で
は
な

く
人
間
は
お
互
い
に
支
え
合
い

連
帯
し
合
わ
な
い
と
生
き
て
い

け
な
い
こ
と
を
こ
の
闘
争
に
加

わ
っ
た
人
た
ち
は
感
じ
て
い
た

…
人
と
人
と
の
結
び
つ
き
が
あ

る
限
り
私
達
は
私
達
の
願
う
生

き
方
が
で
き
る
。
い
の
ち
と
健

康
を
大
切
に
す
る
当
た
り
前
の

生
活
を
送
れ
る
の
だ
と
教
わ
っ

た
」。

　
京
都
民
医
連
中
央
病
院
と
韓

国
グ
リ
ー
ン
病
院
と
は
姉
妹
提

携（
2
0
0
7
年
）を
結
ん
だ
。

2
0
1
3
年
に
は
過
労
死
等
防

止
対
策
基
本
法
が
超
党
派
で
成

立
し
た
。
30
年
の
経
緯
だ
。
人

び
と
の
営
み
が
重
な
り
広
が
っ

て
時
は
進
む
。
私
も
そ
の
中
に

あ
る
。

 

（
完
）

韓
国
グ
リ
ー
ン
病
院
と
の
姉
妹
提
携 

2
0
0
7
年

左
　
ヤ
ン
院
長
　
右
　
筆
者

文化企画

と　き 2月12日（金）午後２時～４時
ところ 京都府保険医協会・ルームＡ～Ｃ
講　師　鴨井 勝也税理士

内　容　平成27年分の確定申告の留意点
参加費　無料
協　賛　有限会社アミス

㊟ 協会において開催しておりました「白色確定申告
作成会」は、利用者の減少により、今年度より
開催いたしません。従来よりご利用の先生方に
は、直接税理士にご依頼いただくことになります
ので、ご了承下さい。

と　き 2月12日（金）午後２時～４時
白色確定申告説明会

作品解説に熱心に聴き入る参加者

　
本
紙
で
は
、
随
時
、
会

員
の
投
稿
を
募
集
し
て
い

ま
す
。
随
筆
（
8
0
0
字

程
度
）、詩
な
ど
テ
ー
マ
は

問
い
ま
せ
ん
。

連
す
る
版
画
を
出
し
て
き
ま
し

た
。

て
い
て

り
ま
し
た
。
伊
藤
若
冲
の
群
鶏

て
い
る
。

投
稿
の
お
願
い
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